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 戦後の長 い冷戦がソ連の崩壊 に よって終焉 を迎 えてか ら久 しい。当時 に比べ ると国際社会の構造 は

大 きく変化 し、核 によって大 き く二分化 されて きた世界は、現在 、地域主義の もとに細分化 され、各国

だけではな く各民族がそれぞれの利益 を相互の協調 によって追求 していこうとしている姿が、世界各地

の 「地域統合 ・協力」 とい う形 に現れて きている。そ してこの ように政治上の新 しい枠組が作 られて く

ることによって、従来 「国家」の枠組に収 まって きた各国、そ して各民族 、各エスニ ツクグループの文

化は、新 しい力のバ ランス を求め始 めている。

 これ まで各民族 ・エスニ ツクグループの文化 は、国家 とい う枠組の中で他の民族 の文化 とうまくバ

ランス を保 ちなが ら、一見 、一国におけ るほぼ普遍的な文化バランスを形成 して きたように思われてき

た。そ してそれが近代 の社会がつ くり出 した 「国民国家」の産物 とされ、またその国民バランスの支点

である 「国家」の もとに国際社会は成 り立 って きたとされて きた。

  しか しこの 「国民国家」というもの も、あ くまで も政権 を握るマ ジョリテ ィーが、多 くの場合マ イノ

リテ ィーである少数民族 、エスニックグループ を帝国主義的に支配 し、マイノリテ ィー側 も彼 ら本来の

主張や威厳 といった 「名誉価値」の代 わ りに、他国家か らの軍事的な安全 といった利益 、つ まり 「福祉

価値」 を一時的に選択 した ことによって形成 された、上辺だけのバランスにす ぎなか ったのである。 こ

のこ とはJohans Galtung氏 の 「人類社会 に一つの普遍的文化 が確立す れば文化摩擦 は軽減す るはずで

あるが、国民社会が確 固 として存在 している以上普遍的文化のみの存在は有 り得 ない。」1と いう言葉に

も現 れている。

 そのため、 この近代 「国民 国家」の上辺だけのバラ ンス は、冷戦の終焉 によ り、マ イノリテ ィーが

求める 「福祉価値」、つ ま り安全面での利益が軽減 したことで 、大 きく狂 い始めた。そ してその一方で、

経済的、政治的に各 自が 自分達 の 「名誉」を追求 し始 める 「地域統合 ・協力」の新 しい図式上では、新

しいバランスの形成が必要 となって きたのである。す なわち 「地域」の枠組にも 「国家」 と同 じように、

統合する上での 「求心力」 となるものが必要であるが、実際 に冷戦後の世界各地で起 こっている民族 間

の文化、つま りエスニシテ ィー間の文化摩擦 は政治的 な統合のための求心力 を崩壊 に導 くものであ り、

そのため、現在 の国際社会 には新 しい 「枠」 を作 り出す、文化 ・言語面での新 しいエスニ シティーバラ

ンスが必要 とされているのである。そ してこのバ ランスをつ くり出す指標 の一つが文化政策であり、そ

の中におけ る言語面でのアプ ローチが 「言語政策」である と考えていいだろう。

 このペーパーの第2部 では、地域統合 の最先端 ともいえるEUを 対象 とし、その中で社会的に弱い

言語であると思 われる少数民族、マイノリテ ィーの言語、つ まり 「少数言語」がおかれている状況につ

いて論 じる。また地域統合 が、これらの言語に与える影響 を、政治、軍事な どを含めた様 々な要素の中

から 「経済的」 な面 に焦点を当てて見ていこうと思 う。同時に政治的にEUは これ らの言語 をどの よう

に扱っているのか、つ まり言語政策的にはどのようなアプ ローチ を しているのか とい う点について も見

てみたいと思 う。

 第3部 では、そのEU欧 州連合の加盟国の中か らオランダ王 国を選択 し、そのオランダ国内の土着

少数言語であるフリジア 語 をミクロなケーススタデ ィーの対象 として取 り上げ たい と思 う。 この言語は

オラ ンダ ・フリースラ ン ト州内のフリジア 人が 日常的 に使用 している言語であ るが、EU内 における多

くの土着少数民族 の中で も、この言語は比較的政府 によって優 遇されてお り、これか らの言語政策を考

える上での指標 として適 しているものと考 え、今回の研究の対象 と した。

 フリジア 語 は、少数言語であ りなが ら州政府 を中心 とした権力 によって保護 され、また非フリジア

語話者である一般 のオラ ンダ人 ともうまく共生 を保 っている。つ まりフリジア 語の場合、多 くの他の国

家政府が民族主義によるナシ ョナ リズムの崩壊 を懸念するあまり、少数民族の意識高揚 の源 となる彼 ら

の文化 を権力 によって抑圧 しているの とは大 きく違い、言語政策 としては模範的な成果を挙げ ているも

の と考 えられる。第4部 ではこの成功 していると思 われる、オランダ ・フリジア 語言語政策の実情を詳

しく見 てみたい と思 う。

 そ して最後の第5部 で は、EU、 オランダの言語政策の実情 を踏 まえた上で、この地域 のこれか ら

の言語政策のあ り方について考 えてみたい と思 う。EUは これからも拡大の一途をたど り、域内の文化

1J.Galtung(1971)
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構造 も益 々複雑化 を増 してい くものと考 えられる。そういった状況の中で、各民族 、エスニツクグルー

プが 「共生」で きる真の均衡 システム を考えてい くこ とは、非常 に大切 なこととなるであろ う。またこ

の間題意識 はEUだ けで な く、これか ら我 々のア ジア地域で も必要 となって くることであろ うし、国家、

地域 レベルだけでな く、 日に日に多民族化がすす む、我 々の身近 な社会構造 にも当てはまるもの と考え

られる。 この研究 はその 日本社会 を含 めた、世界 中の社会構造 の変革を考えてい く上で何 らかの指標 と

なるこ とを望 むものであ り、本 レポー トの意義 もそ こにある。



       第II部

EUに おける言語状況お よび言語政策の

       実情



第1章

は じめ に

  1993年 に政治的な地域統合 を成 し遂げたEUの 総人 口は現在約3億7000万 人。そ してこの

域内には、およそ62も の土着言語、すなわち昔 か らこの土地 に根付いて きた言語が存在す るといわれ

ている。EU加 盟国内で、国内に土着少数言語 を持たないの は15ヶ 国中ポル トガルのみであ り、ほ と

んどの加盟国が国内にこれ らの言語 を抱 えていることが分かる。1

 これ らの少数言語 は、スイス、ベルギー、ルクセ ンブルグのような小国では、国境付近 の辺境 に存

在 する話者の数が非常 に少 ない言語であって も、多 くの場合公 的に認め られてお り、国内の言語状況が

マルチ リンガル、つま り複数言語状況 に保たれることによって、それらの少数言語 も保護 されている。

 一方でフランス、英国、スペ イン、イタリア などの大国は、複数の少数言語 を抱 えているにも関わ

らず、これらの国では多 くの場合 、モ ノリンガル、つま り単一言語状況が支配的であ り、少数言語はあ

まり保護 されているとはいえない。これはただ単 に、話者が人口比で数的 にあま りに も少数であるとの

理 由だけではな く(実 際 にスペインのカタロニア語の ように100万 を越える話者数がある)、 国家 と

しての統 一化が強 くはか られてい るため に、大多数の国民が少数言語 を受け入れる機会 が少 な く、その

話者 は社会的補助 を受けに くい状況にあるため と言える。

 ではそのような各国の事情の上に成 り立つ、EUの 実情 はどうであろうか。

 現在 、EUに おいて公式 に 「EU公 用語」(第4章 ・2参 考)と して認められ、また行政面で使用され

ている言語 は、域内言語62言 語中、わずか11言 語であ り(英 語 、フランス語、 ドイツ語 、スウェー

デ ン語、フ ィンランド語、デ ンマーク語 、オランダ語、 イタ リア語、スペイン語、ポル トガル語、ギ リ

シャ語)、 残 り51言 語 を自分の第一言語 として使用 している約5000万 人の市民 は、現在言語マ イ

ノ リテ ィー として、文化 的なハ ンデ ィキャツプ を背負いなが ら生活 しているとい う事実があ る。このこ

とは政治的、経済的、そ して文化 的にも 「統合」 を目指すEUの 大 きな矛盾であ り、解決を迫 られてい

る大切な問題である。

 第二部ではこのEUを 中心 とした西 ヨーロツパの言語マ イノリティーの言語使用 、言語維持 の形を、

土着少数言語 を主な対象 として(今 回 は移民言語 は対象外 とす る)、 政治的、社 会経済的 、文化的、そ

して教育的 な面 から見 てい きたい と思 う。そ して同時 に地域統合の上では世界的に政治面 、経済面 など

で群 をぬいている、このEUの 文化マネージメン トのの検証 を通 して、最先端 を行 く地域言語政策か ら

多 くの ヒントを得 てい きたい と考えてい る。

  「Unity in Diversity(分 化の中の統合)」 のスローガンのもとに、 E Uは どの ようなコンセプ トをもっ

て多文化統合 を推めてい るのか、また本来、国家政策 としては避け られる ことの多い 、この少数文化保

護政策を地域政府のEUは どのような方針 で推めているのか、非常 に興味深い点である。

1p
.7図 表2・1参 照



第2章

少数 話語 とは

  「土着少数派(Indigenous minorities)と は、共通 の独特の言語 を話すな ど、共通の特性 を持 ち、多

数派の言語 を話す人々と自分達 とを区別 して捉 えている人 々の集合体 のことである。彼 らは自分達があ

る程度(大 抵 は一世紀以上)の 間住 み続けて きた地域(少 数派地域minority area)で 生活 し、国家内で

多 く使用 されている ものとは違 う言語を、その地域内の大多数 の人間で使用 してきた。」

From:Hofimann,C.(1991)"An introduction to Bilingualism"

(図 表2・1)西 ヨーロッパの言語マイノリテ ィー と彼 らの言語(少 数言語)

国家名 マ イ ノ リテ ィー 名 少数言語名

フ ィ ン ラ ン ド ス ウ ェ ーデ ン系 ブ イ ン ラ ン ド 人 ス ウ ェ ー デ ン 語

サ ー ミ人 サ ー ミ語

ス ウ ェ ー デ ン フィンランド系スウェーデ ン人 ブインラ ンド語

サ ー ミ人 サ ー ミ語

ノ ル ウ ェ ー サ ー ミ人 サ ー ミ語

デ ン マ ー ク 北 シ ュ レス ヴ ィ ヒ ・ド イ ツ 人 ドイツ語

フアローズ島人 フ ア ロ ー ズ 語

北フリジア 人 北フリジア語

ドイツ 北 シ ュ レス ヴ ィ ヒ ・デ ンマ ー ク 人 デ ンマー ク語

東 フリジア人 東フ リジア語

オランダ 西フリジア 人 フリジア語

ベルギー フレミング人 フラマン語

ワロン人 ワロ ン語

旧 ベ ル ギ ー ・ド イ ツ 人 ドイツ語



国家名 マ イ ノ リテ ィ ー 名 少数言語名

イギ リス ス コ ッ トラ ン ド ・ゲ ー ル 人 ゲ ール語

低地スコ ツトランド人 ス コ ツ トラ ン ド語

マ ン 島 ・ゲ ー ル 人 マン語

北 ア イ ル ラ ン ド ・ゲ ー ル 人 ゲ ール語

ウ ェ ー ル ズ 人 ウ ェ ー ル ズ 語

海峡諸島人 フランス語

ア イルランド ゲール人 ア イ リ ツ シ ュ ・ゲ ー ル 語

ル クセンブルグ レツツェブルグ人 レツツェブ ルグ語

オ ー ス ト リ ア コリンシアのスロベニア人 スロベニア語

ブルゲ ンラ ントのマジャール人 ハ ン ガ リ ー 語

ブルゲ ンラ ントのクロアチ ア人 クロアチア語

スイス テ ィチ人 イタリア語

ジュラシア人 フランス語

ラ ー ト人 ロ マ ン シ ュ 語

フ ラ ン ス ブル トン人 ブ レトン語

西 フ ッ ク ・フ ラ マ ン人 フラマ ン語

オ ック人 オ ツク語

ルシヨン系 カタロニア人 カタロニア語

北バス ク人 バス ク語

アルザス人 アルザス語

コルシカ人 コルシカ語

スペイン バス ク人 バス ク語

カタロニア人 カタロニア語

ガルシア人 ガルシア語

イタリア ピエモ ンテ人 ピエモ ンテ語

ピエモンテのオツク人 オツク語

オ ー ス タ ン(バ ル ド ー ト)人 プ ロベンシャル語

南チロル人 ドイツ語

ロ マ ニ ョ ー ル 人 ロ マ ニ ョー ル 語

ブ リウ リ人 ブリウ リ語

ラデ ィン人 ラデ イン語

トリエステのスロバ ン人 スロバン語

サル ド人 サルデ ィニア語

アルゲ ロのカタロニア人 カタロニア語

メツツェウギオル ノのギ リシャ人 ギ リシャ語

メッツェウギオルノのアルバ ニア人 アルバニア語

メッツェウギオルノのクロアチア人 クロアチア語

9



10

 上の表 にもまとめたように、EUを 中心 と した西 ヨーロッパ地域 にはお よそ51の 少数言語が存在

する(図2・1)1。 この表 にあるマイノリテ ィーのほとんどは、自分達 を市民権ではな く、彼 らの 「言

語」 を基準 と して、自分達 の意識上 の所属 を決定 していることが多 い。例 えばドイツ ・北シュレスヴィ

ヒのデ ンマー ク人 は、 自分達が ドイツ国内 に生活 しているのにも関わ らず、デ ンマーク語集団に属す る

とみな し、 ドイツ、デ ンマ ーク両国の国家意識を持 っているという。2も ちろん他 の少数言語話者 も、自

分達の言語 を自らの集団意識、つま りエスニシテ ィーの象徴 として扱 っていることが多いのである。

 この 「少数言語」 という単語の 「少数」の数的 な定義は非常 に曖昧 なものであ り、数的な ものよりも

政治的な要因の方が重要視 されることが多い。つ まりこの 「少数」 といった範囲は一国家内 における言

語話者の比率か ら算出 した ものであ り、一国家 内のマイノリテ ィーが使用 している言語、 との意味づけ

が大 きい。そのため上 に挙げ た各少数言語 の話者数 も100人 程度の ものから、100万 人程度の もの

まで、数的には非常 に幅が広 い。 しか し共通 に言 えることは、少数言語 は社会的なマイ ノリテ ィーの言

語であ り、そのためそれらの言語の社会的な立場は低いことが多い。

2.1 二 つ の タ イプ の少 数 言 語

 前項 では、一般 に 「少数言語」は社会的 なマイノ リテ ィーの言語であ り、その立場 も低い ことが多い

と述べたが、その度合 は、それぞれの少数言語の立場 によって大 きく異 なる。ここでは、その少数言語

を次 の二つのカテ ゴリーに分け る。

・ どの国家の公用語 ともされていないケース

この場合 の言語 は、ある国家内の(複 数国家 に跨 ることもある)一 地域 において長い間、自分達の

本拠地である領地を与 えられ、その場所を中心に自らのエスニ シテ ィーを育んで きたことが多い。

現在 も多 くの場合 は同 じように独 自の文化活動 を営む地域 を確保 されてい る。例 としては、フラ

ンスの 「オ ツク語」、「ブル トン語」、スペ インの 「バス ク語」、英国の 「ウェールズ語」、「ゲ ール

語」、北スカンジナビアの 「サー ミ語」などが挙げ られる。 これ らの言語が国家語 として認め られ

るようになるか どうかは、それ らの言語の話者が、自分達 の国家意識 、あるいは集団意識 をどこ

に帰属 させ ているか、 また周 りのマジョリテ ィーは自分 たちを国家内で どう位置付け るか とい う

点にかかっている。例 えばオランダのフリジア 語 は、話者が 自分達の集団意識 をオランダ国家に

対す る国家 意識 の中で うま く高揚 させた ことで、周 りのマジョリテ ィーの認識 をうま く掴 んだ結

果、オラ ンダ国内の公用語 と しての地位 を獲得 した好例 である。ルクセ ンブ ルグの レツツェブル

グ語 も本来 は ドイツ語の地方変種 と位置付け られていた にも関わ らず、自分 たちの集団意識 と国

家意識に よって 「地方変種」 を 「言語」にレベルア ップ させ た例 である。

・他の地域 において公用語 として使用 されているケース

この言語 は、現在 あ る国家で はマ イノ リテ ィー言 語であるが、彼 らの民族 的 な本拠地(Ethnic

Homeland)が 別の国家 にある場合である。この ようなマ イノリテ ィーは普通 、前 のようなタイプ

よりは、歴史上最近 になって 「少数言語」化 した場合 が多い。つ ま り言語地理学上の境界線の変

化 によって、いわゆる 「飛び地」化 した ことによってその地域のマ イノリテ ィーになったと考 えら

れる。

例 と し て は 、 ド イ ツ の 「ア ル ザ ス 語(元 フ ラ ン ス 語)」 、北 シ ュ レ ス ヴ ィツ ヒ ・ド イ ツ の 「デ ンマ ー

ク語 」、 逆 に デ ン マ ー ク の 「ド イ ツ 語 」、 イ タ リ ア の 「南 チ ロ ル 語(元 ド イ ツ 語)」 、 フ ィ ン ラ ン ド

の 「ス ウ ェ ー デ ン語 」 な どが 挙 げ ら れ る 。

これらの少数言語は自らの話者の数的な力なしに、言語本来の本拠地である国家では公用語とさ

れていることの影響力を利用 して、彼らの言語の文化的威厳を保つことができる。またこれらの

1Hoffmann
,C.(1991)を 参 照 し、 筆 者 が 一 部 を 修 正

2Hoffmann
,C.(1991)p.224



11

言語の話者 は、民族 的な本拠地(Ethnic且omeland)で 生産 される、テレビやラジオ番組 、教育

的な もの を含 めた書籍 、教材等 を使用することがで きる。これは彼 らの言語を維持 してい く上で、

個人面で も、 また教育の面で も非常 に重要なことで ある。

 タイプ(1)の 少数言語 はタイプ(2)に 比べ ると維持が困難 であ り、またそのためのコス トも非

常 にかかる。 また(2)の タイプのマイノリテ ィーは彼 らの言語が、少 な くとも同 じ言語 を使用する他

集団によって(ド イツ語系 の少数言語であればドイツ国家 によって)公 的に認知 されているので、行政

などの公共生活での言語の扱いに大 きな特典 を持っている。それは例 えばイタ リア ・チ ロル地方の ドイ

ツ語(南 チ ロル語 〉話者はイタリア政府 に行政サ ービスの一つ としてて、 ドイツ語の教育 を要求する場

合 、彼 ら自身の政治的 な力 の他 に、ドイツ本国の政治的圧力 を背景にお くことがで き、その結果実際 に

イタリア政府はチ ロル地方で ドイツ語 を話す子 どもたちに、イタリアの教育制度 の中でドイツ語の教育

を提供 してお り、スウェーデ ンで も同 じように、フィンランド語話者のマイノリティーに対す るフ ィン

ランド語の教育が、最近 になって始め られている。

 以上が言語マイ ノリテ ィーの2つ のタイプであるが 、これ らはあ くまで もマイノリテ ィーに関する

一部の論で あ り、実際に各マ イノリテ ィーのケースはそれぞれが大 きく異なるのが事実であ り、一概に

は述べ られるもので はないことをここで付 け足 してお きたい。EU域 内の少数言語、36言 語 、51種

それぞれには、それぞれの歴史的な背景 もあ り、各言語の現在の姿 はそれ らの各 々の言語がたどってき

た経路の縮図である といって もいいであろう。

2.2 少数 言 語 の歴 史

 先述の通 り、現在の少数言語の姿 を知る上で、それ らの歴史は大変重要である。それぞれの言語がた

どって きた歴史 は一概 に述べることはで きないが、ここでは少数言語のたどってきたおおまかな歴史を

見 てみたい と思 う。

 少数言語の歴史 は、多 くの場合 、言語が社会的にどの様 に認め られて きたか、そ して どの様 に抑圧

されて きたかの繰 り返 しである。少数言語 であるがゆえに、その社会的地位は不安定 であ り、それ らの

言語は政治的変数、宗教的変数 、教育的変数な ど、周 りの様 々な環境の影響 を大 き く受け、その社会的

地位 を変 えて きた。

 この言語の抑圧 という言葉には大 き く二つの側面がある。一つは、書 き言葉 と しての地位か らの排除

が考え られる。言語に とって書 き言葉 としての地位 を与え られる とい うことは、その言語の政治面、宗

教面での必 要性、需要 を意味 し、同時に社会 における存続の可能性 を約束 された ものとして とらえるこ

とがで きる。逆 にその地位 が失われることは、その言語の衰退 を意味 し、そのような状況が続け ば 「言

語消失」3と い う結果 にならざるを得 ない。つま り言語が書 き言葉 と して確立することは、その言語 に

とっては大 きな意味 を持つのである。

 二つ 目には、学校教育か らの排 除が挙げ られる。学校教育 におい て教育科 目としての地位が与えら

れ るとい うことには、い くつかのレベルが考えられ、先ほ ど挙げた ような、書 き言葉 として教えるのか、

読 むレベル まで なのか、それ とも話す レベ ルまで なのか、 と教育の程度 は様 々である。 しか し教育の場

に取 り上げ られるとい うことは、それだけでその言語の将来性 を意味 し、使用者の消滅の心配をな くす

ものである。つ まり逆 にその地位 が失われることは、言語 の普及 、維持の面 において大 きな危機 となる

わけである。

 これ ら抑圧 の形は様々な要因によって生まれるのだが、次ではその中か ら、政治的環境、宗教的環境

を中心 に歴史の上でそれらが、言語使用形態に どの ように作用 していったかを検証 したい と思 う。そ し

て19世 紀 に始 まる近代国家主義の中で、「言語国家主義」4が どの ように変化 し、「言語民族 主義」5が

どの ような過程で発 生 して きたのかを見てみたい と思 う。

3言 語 の使 用 話 者 が い な くな る こ とで、 言語 そ の もの の存 続 が 難 し くな る こ と。類 似 語 に 「言 語死 」が あ る
4Hoffman

, C.(1991)
sHoffmann

, C.の 「言語 国 家 主義 」 を も とに筆者 が 提 案
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2.2.1 近 代 の 政治 的 環境

 言語への政治的圧力 として歴史上有名 なもの に、フランスの 「ヴィレール ・コ トレ法」がある。15

39年 に施行 されたこの法律 は、フランス国内の法律文書 において、パ リジャ ン ・フレンチ ともいわれ

る都市の フランス語 、つ まりオ イル語の使用 を定 めた ものである。これによって国内の他 の言語は、法

律分野か らの撤廃 を強い られた。また これを機 にフラ ンスではオ ック語の勢力が増 し、18世 紀 のフラ

ンス革命時には国家主義の高揚 により 「一国家 ・一言語」の考えの もとで、オツク語はフラ ンスの国語、

つ まりフランス語 と して確立す ることになったのである。

 同 じ時期 にフランス国内では、北 フランスを中心 に使 われていたオイル語の他 に、南フランスのオツ

ク語、またオイル語 の地域変種であるピカール語 、ノルマ ン語が書 き言葉 として存在 していた。つまり

オイル語の他 に も社会的 に大 きな需要のある言語が存在 していたのである。また書 き言葉 としての地位

はないが、ブ ル トン語 も宗教面での使用を中心 に多 くの話者を抱 えていたといわれる。 しか しオ イル語

が フラ ンスの国家語 として確立 してい く一方で、 これらの言語 は徐 々に話者の数が減少 し、「少数言語

化」の道 をた どってい くこ とになるのであ る。

  しか しこの時期以前の フランスを含 むヨーロッパには、封建主義、階級、閥 ・組合、町村 ・国家、理

性 ・宗教 など、様 々な忠誠 、つ まり意識所属 の対象が与 えられ、それぞれの場所へ の所属 を人々は一定

の特徴 ある言語 を使 うことによって表現 ・ア ピール していた。それはドイツ ・オランダな どの上流貴族

が 、その地で広 く使 われている地域言語ではな く、「フランス語」を故意に使用することによって 自分達

の教養や特権 を表現 した り、教会 、特 にカ トリック教会での祈祷文 にラテ ン語 を使用するこ とで学術 的

な権威 をア ピール した りしていた ところに強 く現 れている。この ように一定 の言語 をその場 に合わせて

使い分けるこ とは、忠誠の選択肢が幅広 く与 えられていた当時の社会では決 して珍 しいことではな く、

広 く行 なわれていたことであった。

  しか し、フランス革命 を境 に、先述のフランス国家主義 はヨーロツパ各地 に飛び火 し、国民 と国民国

家の考 えが中心 になり、国家意識の象徴 として言語が挙げ られ、また同時 に国家主義は言語の固い枠 を

つ くり出 した。つま り再述するように、これがヨーロツパの 「言語政策の始 まり」だったのである。

 その後の結果 と しては、

・ フラ ンスは高度 に中央集権化(中 央化〉 された国家 となり、公的 な業務 において認め られた言語

 は唯一 フランス語 とされ、その結果国内の他の言語 は教育 の場か ら外 された。 コンセル ・ド ・フ

 ランセ ーズな どに見 られるように、この考 えは現在の政府 にも引 き継がれている。

・ ハプスブルグ帝国では、言語政策が帝国内 の一定 の民族 を抑圧す る目的で使 われ、全北欧主義運

 動 な どの言語関連 の動 きが 、国家や 、帝国の枠 を越 えて共通の言語集団をまとめる力 となった。

 このような動 きが、小 国を含 めた各地で も起 こ り、言語集団 を一つ にま とめる求心的 な役割 として

言語を採用する、新 しい言語ア イデ ンテ ィテ ィーの考えが強調 されるようになったこ とで、同時に国家

の神話 ・伝統 ・伝説 ・そ して伝承物 などへの人々の関心が増 してい くこととなった。 また、少数言語の

分野で も、これまで方言であった ものが、言語 として文学 などの書 き言葉 に使 われるようにな り}標 準

化 により一定の言語変種 だけの育成がはか られるようになった。

 こうして言語にコミュニケーションの道具 として以上の、文化、集団意識の象徴 といった新 しい重要

性 を与え始めた 「近代 」は、これ以降の少数言語 の言語民族主義の台頭 を感 じさせる新 しい一歩6で あっ

た と私は考 える。

2.2.2 近 代 の宗 教 的環 境

 次 に同 じ時代 の宗教的環境であるが 、欧州では、社会的 に大 きな影響力 を持つ宗教 と言語 との関係

は決 して無視で きる ものではない。次の例 はそのこ とをよく表 している。欧州ではこれ まで、広 くキリ

619世 紀 の 終 りに ヨー ロ ッパ の言 語 マ イ ノ リテ ィーの 数 は 「4500万 人」 程度 だ った(Stephens 1976)
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ス ト教が普及 してきたが、その形態 は大 きく二つ に分け られて きた。そ してその宗教上の違いは言語的

に も大 きく影響 してきたのである。

● プ ロ テ ス タ ン ト

宗教革命 によっておこったプロテスタン トは、北 ヨーロツパを中心 に普 及 しているが、この宗派

では聖書 を読 むことを信仰 の上で重要視 した。そのため この宗派 の普及に ともなって、聖書は各

地 の言語へ と翻訳 された少数言語である地域言語へ の翻訳 も例外 ではなかった。これによって各

地の少数言語 は書 き言葉化 され、同時に文字 とな り、それによって各地の変種 の標準化が行 なわ

れた。例 えばイギ リスのウェールズで は、1588年 に聖書 の完訳 がおこなわれ、現在で もこの

訳 は標準 ウェールズ語書 き言葉の基礎 となっている。 この ようにプロテス タントが人 口の多 くを

しめ る北欧、 イギリスなどの地域では同じような現象が多 く起 こることとなった。

● カ ト リ ッ ク

一方
、カ トリックで は、聖書の解釈 は民衆の行 うもので はな く、その解釈 は教会での説教 と して

与 えられるもの とされたため、各地域言語では教会 におけ る教義の口頭伝承 を通 して扱 われて き

た。後にカ トリックでは、対プロテス タント運動 として、布教活動が イエズス会な どを中心 に行

われることになったのだが、この とき教義 を説明する上での参考書 として、カテキズム(参 考書 ・

説明書)が 使 われた。 しか しこのカキテズムは各地域の地域言語 を使 ったのではな く、その地域

における一番権威のある言語、変種 によって書かれた ものであ った。その権威の基準 とは、宗教

的 な権威 を後 ろだてに した ものであった。つ まり最 も信心深 く、聖職者を最 も多 く輩出 している

地域 の言語がカテ キズムには選択 されたのである。 このカテキズムによって言語 の統一が図 られ

た領域 を司教 区カテキズム といい、17世 紀の後半 にはカ トリツクが普及す る南 ヨーロツパを中

心 に多 く生まれる ことになった。

 この ように、プ ロテスタン ト地域 においては民衆の意志 は大 き く尊重 され、言語面 においても各地

域言語の使用が促進 されたが、カ トリックでは宗教 を通 して、言語帝国主義がすでに存在 していたので

はないか と思われる。つま り宗教の違 いは、言語の社会的 な地位 に大 きく影響 していた。

2.2.3 近 代 の教 育的 環境

  18世 紀か ら19世 紀 になる と、それまでの古典主義 に対抗 した、自由な表現を重ん じるロマン主

義がおこ り、これによって地域 の言語を含 めた、自らの言語 の見直 しが行なわれた。 またフランス革命

はフラ ンス国内 だけではな く、欧州各地 に 「一国家 ・一言語」の思想 を広 めたのであるが、その ことへ

の反発 として、地域で は自分たちの地域語の擁護運動が起 こることとなる。その擁護の方法 としてはま

ず 「教育 システ ムの充実」が挙げ られ、各地でその動 きが起 こって きた。 ここでは英仏両国の動 きを見

てみたい と思 う。

 フランスでは市民革命の後 の1887年 、「学校法規第14条 」 によって学校教育 における言語がフ

ランス語 に限定 された。 しか しこれに反抗 して1896年 には南 フラ ンスのブル ターニュ地方で 「ブル

トン語擁護運動」が起 こっている。

 またイギ リスで も1870年 に 「Education Act(教 育 に関す る決議)」 によって学校教育での英語

の使用が定め られたが 、これに反対 して1885年 にはウェールズ において 「ウェールズ語協会」が発

足 している。

 しか しこれ らの民族主義 も、第一次世界大戦 にはい り、対同盟国といった戦時中によ く起 こる国民意

識の向上 により各々の国家 に吸収され、それ以降は大 きな動 きは見せ ていない。だが最近、EUの 統合

によって国家意識以上 に民族意識 、地域意識が高揚 し、EU内 で も連邦制 の傾向を見せ ている小 国を中

心 に、各地で民族活動 がす こしずつ起 こ りは じめている。
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2.2.4 現 代 の政 治 的 環境

・ 第一次世界大戦中の ヨーロッパのある国でのスローガン:「小 さな国家の権利 のために」

 このス ローガンが表 している ように、ヨーロ ツパの第一次世界大戦は、国家 とマ イノリテ ィー両者

のナシ ョナ リズ ムが原因の戦争であった。バルカン半島にお こった戦争の元火 も国家意識 を触発 した と

ころに始 ま り、その結末の戦後処理に しても言語基盤の国家の意識を経済的、また領地的 な現実的分配

によって和解 させた ところがある。 この時のナ ショナ リテ ィーへの人為的な介入が この後の状態 を混乱

させ、第二次世界大戦 をつ くり出 した とも言 える。 また同 じ頃のロシア帝国の崩壊は、エス トニア、ラ

トビア、 リトアニア、そ してフ ィンランドといった新 しい独 立国家 をつ くりだ し、この状況に拍車をか

けた ものであった。

 この ような混乱の中か ら、スペイン、イタリア、そ してドイツに生 まれたのが、いわゆ る 「フアシズ

ム」の思想 であった。 フアシズムにおいて言語は国家の本質的な部分 、そ して国家アイデ ンテ ィテ ィー

の象徴 とされ、この思想の出現 は少数言語 に大 きな打撃 を与えるものであった。

・ スペ インの例:ス ペ イン内線の間、バスク人 とカタロニア人は第二共和 国を消滅 させ 、自分達の

 自治 を手 に入れるために戦 ったが、1939年 の内戦の結果が生み出 した 「フラ ンコの独裁」は、

 彼 らを 「反逆州(traitor pr0vince>」 と し、彼 らに対す る攻撃 を始めた。その結果 カタロニア、バ

 スク両言語 は生存 の危機 に立た される結果 に陥 った。 しか し攻撃 されたこ とによって彼 らの民族

 意識は高揚 し、独裁政権崩壊 と同時 に彼 らは本 当の自治権 を手に入れるまでになってい る。

・ ドイツの例:ナ チスは国内の非 ドイツ語話者移民に対 し、彼 らの人権 を無視 し、同時に国外の ドイ

 ツ語話者マイノリテ ィーは帝国 に属 してい る もの との考えか ら、すべてのゲルマ ン人を帝国に戻

 そ うと、自分達の領土拡張政策の正当化 を行 なった。こうして 「heim ins Reich」 とい うスローガ

 ンの もとに、オース トリア、ズデ ーテ ン(チ ェコスロバキアの ドイツ語圏)の 併合 、ポーラ ンド、

 フランス、ル クセンブルグ、そ してベルギーの侵略がなされた。

しか し実際にはこれ らのマイノリテ ィーの多 くは帝国 と一緒 にな りたい とは思 ってお らず、む し

ろ、アルザス、ルクセ ンブルグ、そ してAltbelgien(ベ ルギーの ドイツ語話者)は 、第一次世界大

戦後、それぞれの方言、文化的遺産、そ して自身の歴史 を中心に、彼 ら自身のアイデ ンテ ィテ ィー

をつ くあげ る方向に向かってお り、それが彼 らの集団意識上の要素 とされていた。彼 らは書 き言

葉 として標準 ドイツ語 を使 ってはいたが、彼 らの忠誠はそれぞれの国家であるフランス、ルクセ

ンブルグ、そ してベルギーに対 してのものであ り、決 してドイツ帝国に対 しての ものではなかった

とい う事実がある。

その現 れとしてこのような事実がある。1940年 、ドイツは世界に対 して、自分達 はゲ ルマ ン人

を帝国に返そ うとい う目的 にそって行動 していることを示すために、侵略 したルクセ ンブルグで、

彼 らの言語 はドイツ語か、それ ともフランス語か とい うことを尋ねる国民投票を行 なった。結果

は90%の 住民が、投票用紙 に彼 らの言語 は独仏 語 どち らで もな く、レツツェブルグ語であると

書いた。

 これ ら2つ の例は、言語マイノリティーが国家内 において、国家 に対 しての もの とは別の、自分達独

自の集団 に対 してのアイデ ンテ ィテ ィーを保持で きることを示 している。同時に、この間題 は各国家の

治安 を脅かす ような ものではな く、国内において深刻 に解決す る必要 もないこ とを国際社会 に対 して示

した ともいえる。

 第二次世界大戦終了時の1945年 にはヨーロツパのマ イノリティーは大 きく減少 し、過度なフアシ

スズムの支配による国外追放、再植民、移民、そ して戦争に よる直接の破壊によって彼 らは戦前 の3分

の1程 度の数になった といわれる。7 8

 7Hoffmann(1971) p.230
 8第二次世界大戦の終了時の1945年 、ヨーロッパの言語マイノリティーの数は「1000万 人程度」だったという(Hoffmann
1971p.230)
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 これらの歴史的な流れ を経 て現在 の西 ヨーロッパである 「EU」 の少数言語はあるわけだが、次章で

は具体的にEUの 統合が少数言語 に どの ような影響 を与 えて きているのか を、経済面 、政治面から見て

い きたい と思 う。



第3章

少数言語 をとりまく経済的環境

 西 ヨーロツパ は戦後1948年 のOEECに は じま り、長期 をかけて経済面か らの統合を図 って き

た。そ して1968年 にはEC、1993年 にはEUが 設立 され、経済 の面で西欧はほぼ統合 した と考

えられる。この経済 の統合 は、域内の言語の普及、維持、そ して移行 において大 きな意味 を持 っている。

 経済面での外部 との接触が言語 に与える影響 は、これまでにもい くつかの例がみ られる。例えば国外

か らの移民 の流入を促 したフランスの経済政策 は、労働市場 におけ る労働 資源の需要 を満たす とい う点

では大 きくその 目的を果た したが、同時 に外部か ら国内への言語流入 を招 き、実際にマルセ イユのよう

な都市 にアラブ系言語社会 をつ くり出 し、この都市の言語環境 を大 き く変えて しまったのである。また

同 じよ うに、植民地化の拡大の 目的は、外 国か らの自然資源の獲得、領土の拡大 といった政治上の地理

的 なものがあげ られていたが、同時にそれは世界 中への言語の普及 をもた らしたのである。これ らは基

本的に非言語的 な経済 目的の政策が、ある地域 の言語環境 を変えた、潜在的言語政策のいい例 である。

 この章 では欧州の統合 において、この ような経 済的影響が域 内少数言語 に、 どの ようにはた らいて

い くのか を考えてみたい。その際、統合によって自由化 された貿易の流れや、近年中に実施が予定 され

ている通貨統合の もつ影響 をとりあげて考 えてみ ようと思 う。

 この研究はモ ントリオール大学のグ リン(Grin, F.)氏 が行 なっているもので、氏の論文1を 参考 に見

てい きたい と思 う。

 まずEUの 経 済統合 と言語 の結び付 きについて考 える上で、グ リン氏 は次 のような段階を挙げてい

る。(1)ど の ような経済的変化が言語 に影響 を及ぼすか を把握する、(2)欧 州の統合が経済の変化 に

あたえた もの をさがす、(3)こ の変化 を通 して統合 と少数言語 を関連づけ る。

 またこの章 では、詳 しい考察 にはい る前 に、経済統合の影響 は、すべての少数言語 に同様 にはらた

くものではない という点を明 らかにしてお きたい。つ まり、氏の研究では欧州の主な少数言語12を 対

象 としているが、それ らはすべ て、周辺の環境が異なるわけであ り、その結果受ける影響 も異なるので

ある。例 えば、EUの 統合はカタロニア語、バス ク語の ような少数言語には有効 に作用す るが、アイル

ランド語やオ ツク語の ような少数言語 にはマイナスにはた らくのである。

 このように して、「どの」言語が、「なぜ」危険 にさらされているか を把握す ることは、言語政策上、

どの少数言語に資源は当てられるべ きなのか、そ してそのための効率的な方策はどのようなものなのか

を明確 にす るものであ る。

3.1 域 内市 場 構 想

 EUの 統合は、まず 「域内貿易」を自由に し、それ と同時 に人の移動を自由化 し、関税を撤廃するこ

とで、経済上 の国境 をほとん ど完全 に取 り払 った と言 って もいい。その結果、域内 におけ る貿易 は大 き

く活発化 し、様 々な効果を もた らした。

1Grin(1993)
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 それ らの効果 はNeven 2に よれば(1)EU内 における分業体制の拡大(2)域 内の需要 と供給バラ

ンスは、買 い手 と売 り手の域内の移動が自由 になったため平均化 し、価格が均一化(3)賃 金支払の均

一化(4>企 業は大規模 な生産が可能にな り効率
、生産性が上昇(5)域 内すべての消費者に多様 な商

品の選択権 があたえ られる、の5つ に大 き くまとめ られる。

 つ まりこのこ とでEU域 内の財の移動は盛んにな り、欧州の統合は域内貿易 を強化 し、(1)域 内の

貿易量 、それ と同時に(2)個 人の収入 を増加 させ たとい うことがわかる。

3.2 言 語 と貿 易

 Carr 3は言語 と貨 幣についてこう述べ ている。「これ ら2つ は同 じような効果 を持つ ものである。貨

幣がバーター形式の物々交換を簡単に したように、言語 も貿易 における商売相手 との物 の交換 を容易に

した。」

  この言葉は貿易 における言語の必要性を説いたものであ り、売買において、二人の、それぞれ異 なる

言語 を使 う人間がいた場合、二人が自分 のもの とは違 う言語を習得 し、コ ミュニケーシ ョンを行 なうよ

り、一方が相手の言語 を習得 した方が全体の労力で見た場合、前者 よりも明 らか に半分で済むことを示

している。

  しか しこの場合間題 となるのは、い ったい どちらがその労力を費やすべ きなのか、とい う点である。

それ はもちろん、力 の弱い方が強い方の言語 を習得す るのが自然であ り、この勢力 とは、大概、人口、

または貿易への供給量 によって決 められる。つ ま り少数言語話者 は、経済活動 において常 に多数言語話

者の言葉 を学 ばなければならない。

 欧州内経済のケースで は、この ような2国 間の貿易 よりも、多国間貿易が扱 う対象 となるが、それ

はAと い う国はBと い う国 とだけ貿易 を行な うのではな く、C、 Dな どの国 とも貿易は行 なわれる とい

うことである。

 そのため経済活動 に使用す る言語 に関 しても、それは相手国によって変化す る。この場合、A国 が勢

力的に最 も規模 の小 さい国であった とする と、この国の人々は他国 との貿易の際、常 に他国の言語 を使

用せざるを得 ない。中間規模の国は、A国 などの自分 よ りも小規模の国に対 しては自分の言語 を使 うこ

とがで きるが、それ以外の国には外国語 を使 わな くてはならない。

 これは非常 にコス トのかかる、非生産的な方法である。そのため限 られた言語 によるコミュニケー

ション、つ まりリンガフランカ言語 を通 しての経済活動が必要 となるのである。 しか しこの言語を選ぶ

上で も、い くつかの間題が存在する。一般 にこの言語 は参加者の感 じる、お互 いの政治的、経済的影響

力 によって設定 され るとCarrは 述べ てお り、実際 にEUの 経済では英語が リンガフラ ンカとして使用

されてい る。 しか し、この場合、EU内 の英語使用国、つ まりイギリスの影響力ではな く、域外の貿易

相手国の影響力が大 きい とされる。

 だがEUに おいて勢力 を持った多数言語が、 リンガフランカ として中心的 に使用 されるこ とは、相

対的に他の言語 を衰退 させることになる。つ まり、域内の貿易が強化 されれば されるほ ど、多数言語の

使用度 は増 し、少数言語 にとっては逆の効果を与 えるのではないだろ うか。つ ま り、経済活動上で手間

を省 くための リンガフランカの存在 は、欧州 におけ る、一言語への偏 りを生 むことになるのである。

 この ように貿易過程 におけるコス ト面での対策である リンガフランカの指定 は、多数言語 による貿

易の独 占といった結論 を もた らした。

 こうして(1)多 数言語である英語 は、欧州の リンガフランカとしての地位 を得 た ことで、これか

ら大 きく発展するであ ろうと思 われる。 しか しこの場合 ポイントとなるのは、先述の ように、このこと

はあ くまで も域 内の英語使用国であるイギ リスの影響力 による ものではな く、域外 の貿易相手国である

ア メリカ、日本 か らの影響の方が大 きい とい う点である。 しか し、EUの 統合 は、徐 々に域外 との貿易

を、ブロック化す る形によ り、域 内の方向 に移行 させ ている。 これか らEUは 拡大 の方向を中欧へ と定

ZNeven(1990)In:Grin(1993)
3Carr(1985)In:Grin(1993)
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めているが 、つま り、今後 はこの中欧地域 に強い影響力 を持つ ドイツ語が、EU内 の経済 における新 し

い多数言語の立場 を担 うようになるので はないだろ うか と考え られる。そ してその一方で(2)ポ ル ト

ガル語 、デ ンマーク語、ギ リシャ語、オランダ語、そ してイタリア語 は、明 らかに経済活動 におけるそ

の使用度 を減 ら してい くであろう。また(3)フ ランス語、スペイン語 はローカル リンガフランカ とし

ての立場 に収 ま り、リンガフランカとは相対的にその使用度 を変 えてい くであろ うと考 えられる。

 これ らは経済の国家語へ の影響であるが、では リンガフランカとして多数言語が強化す ることは、少

数言語の維持 にとってどのような脅威 となるのであろうか。ここで欧州の少数言語の中から12言 語の

状況 をみてみたい と思 う。

  (1)欧 州統合はアイルランド語、スコットランド語、ゲ ール語 、ウェールズ語にはマイナスに作用

してい くと思われる。 これ らの言語は域内貿易 によって力 を大 き く伸 ば した 「英語」 によってこれか ら

も大 きく脅 かされてい くことになるであろ う。

  (2)一 方でフリジア 語、ラデ ィン語 、ブリウリ語 、サルデ ィーニャ語は今以上 に抑圧 されること

はないであろ う。なぜ ならこれらの言語の脅威 とされてきた上位 の国家語(「 オランダ語」、「イタリア

語」〉は国際環境の 中でその力 を弱化 している。そのため相対 的に、これ らの言語地位は上が ってい く

もの と考え られ る。

  (3)ま た、地域統合 は全体的 に経 済の流通 を活性化 したが、それはサブグループ における域外 と

の交流 にも当て はまる。そのためサブローカルなリンガフランカと しての、ブ レ トン語、バスク語、コ

ルシカ語 、オック語 、カタロニア語、そ してガルシア語 は対外的 に有利 な立場 を得 ることになるであろ

う。英語が普及す るほど、これ らの言語 にとっても好 ましい形 は作 られる。つ ま り、英語貿易が上位に

おいて盛んに行 なわれるようになれば、中間の立場の ローカルな部分の フラ ンス語 、スペ イン語の使用

もが英語化 し、そのため、サブローカルな場 におけ るこれ らの言語 に将来性が生 まれて くるのである。

 また先述 のよ うに、長期的 に見た場合 のEUは ア メリカや 日本 などの域外 との貿易 と相対的に、域

内の貿易 を増加 させ てい くであろ う。そ うす ると、経済的に影響力 を もった ドイツの立場が拡大 され、

その結果、域外の人間は、 ビジネスの分野 においてはドイツ語 を使用す る機会が増 えて くる とも考 えら

れる。そのため英語 と比較 した場合、 ドイツ語 には注 目す る価値がでて くる。 も し欧州 において ドイツ

語が英語 に代 わった リンガフランカとなるならば、逆 にアイルランド語 、スコツ トランド語、ウェール

ズ語な どの現在英語 に圧倒 されているい くつかの少数言語に も将来の兆 しが見えて くるか もしれない。

このことは他 の少数言語 にも同 じような形があては まることになるであろ う。 しか しこの場合 、ドイツ

語圏内 にある、北 ドイツ地方のフリジア 語、デ ンマーク語 は、ドイツ語の発展 とは相対 的に、より厳 し

い形が与 えられることになるであろう。

3.3 言 語 と収 入

 次 に統合 による経済効果の2つ めである、収入の増加が少数言語に与える影響 について考 えてみる。

 まずグ リン氏 は、少数言語 による活動を、その活動時間を基準 に して考 えた場合 、それは完全 な雇

用 を基本 とする 「新古典派モデル」に当てはまるものとして表す ことがで きると している。つまり統合

によって欧州市民の集合率 は拡大 し、その結果、実質所得率の増加が もたらされるのだが、その所得 に

見合った もの 、またはそれ以上の活動率 の増加があれば、収入の増加は少数言語活動の増加 に比例 し、

少数言語 の使用度 の拡大 にも影響 を与えるのではないか、 とい うことである。

 そのため には増加 した分 の収入を、少数言語活動 に費やす方法 があれば、少数言語の使用 は増加す

ることが可能である、とい う点をこのモデルは指 している。

 つま り収入の増加分 を、少数言語活動 にまわす には、その活動 を促すだけの魅力がある、経済的 に

「高等」 といわれるサー ビス、または製品がな くてはならない。そ して、事実その ようなもの はアイル

ランドに比べてカタロニアのほ うが多い といった報告 もある。そのためカタロニアの人々はアイルラン

ドの人々 と比較 して、収入 を費やす活動 を行 ないやす く、統合 によって同 じ収入の増加があ ったとして

も、カタロニア語の方が より効果的 な結果 を残す ことがで きると考 えられるのである。
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 グ リン氏 はこの活動 を促すサ ービス、製品 とい うのはその活動 を行 なう話者 の数 に相 関す るので は

なく、「都市」 としての機能 と大 きな関係 をもつ ものとしている。つ まり都市部 と地方の少数言語の使用

度 は大 き く異 な り、都市では幅広 い活動 の範囲が考 えられる。 また少数言語の都市部 における活動 の場

は公的 な影響 によって提供 される と氏は述べている。

 下の(表2)で は少数言語の都市化の設定度が十分 か、不十分かが(+)と(一)に 分け られてい

る。 この基準は(1)一 つ以上の人口集中点が存在すること(2)何 らかの面での行政的サ ポー トを受

けてい ること、の複合度に よって3段 階に定め られている。

(図表2・3 少数言語の話者数と都市環境)4

言語名 話者人口 C1とC2を C3 都市設定の

満た している例 充分度

バ スク語 500-700 Donostia 0 十

ブ レトン語 600-1000 なし X 一

カタロニア語 5000-7000 Barcelona 0 十

フリジア語 250-300 Ljouwert 0 十

ブ リウリ語 350-400 Udine X 一

ガルシア語 3000 La Coruna 0 一1一

アイルラ ンド語 30-100 なし O 」

ラデ イン語 12-20 な し 0 一

オ ツク語 9500-12000 未測定 X 上

サ ルデ ィニア語 500-1000 Cagliari 0 十

ス コ ッ トラ ン ドゲ ー ル 語 75-80 な し 0 一

ウェールズ語 500 Bangor 0 一}一

・C1:1万 人以上 の話者が存在 し、十分 な都市サ ービス を提供するだけの数があるとみな きれる

 程度の規模

・C2:人 口の最低10%が その少数言語 を話す ことがで き、多数言語話者に圧倒 されている現在

 の状態か ら脱 しようとしている程度の規模

・C3:限 定 されているものも含めて、少数言語が公的な地位 を得 てお り、教育、福祉 などのサ ービ

 スを追求 している規模

 この表で は、(1>言 語(2)話 者の数(3)C1ま たはC2の レベルに達 してい る都市 の例(4)

C3レ ベルに達 してい るかどうか(5)都 市化 の十分度 、を項 目として挙げている。そ してこの表 を見

る と、収入の増加が有効 にはたらいているのは、バスク、カタロニア、フリジア 、ガルシア、サルデ ィー

ニャ、ウェールズの各言語であ り、一方で、ブ レトン、ブリウリ、アイルランド、ラデ ィン、オ ック、ス

コツトラ ンド ・ゲ ールの各言語はそれぞれの言語の使用環境が不十分なためマイナスの方向 にあること

がわかる。

3.4 全 体 的 な影 響

 次 に、 これまでみて きた 「域内貿易の強化」「収入の増加」 といった、統合 における2つ の経済効果

による少数言語の影響 を総合化 しなが ら見てい こうと思 う。

 4Grin(1993)p.109の データを元に著者が作成
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(図表2・3:経 済の発展が少数言語の使用 に与えた影響)5

言語名 域内貿易の 平均収入の 全体的な

強化 増加 効果

バス ク語 0 十 十

ブ レトン語 0 - 一

カタロニア語 0 十 十

フリジア語 十 十 十

ブ リウリ語 十 〒 ?

ガルシア語 0 十 十

アイルランド語 -
- 一

ラデ イン語 十 一 ?

オ ツク語 0 一 -

サルデ ィニア語 十 十 十

ス コ ッ トラ ン ドゲ ー ル語 一 一 -

ウェールズ語 一 十 ?

 この表で は(1)少 数言語(2)貿 易の強化 による影響(3)平 均的な収入の増加による影響(4)

全体 的な影響、 を項 目と して挙げ てお り、その効果を(+)(一)で あ らわ している。

 こ うして、二つの影響 を組み合わせ た場合の、少数言語へ の経済の全体的な影響が挙げ られている

のだが、グ リン氏は、これ らの影響 は、欧州以外の経済統合 においても当てはまる ものだ としている。

 例 えば、市場貿易において関税枠 が撤廃 されることによって、ひとつの商品の価格は相対 的に、他の

商品の価格に影響を及 ぼす 「相対価格影響Jが 起こるようになったのだが、このことを少数言語 にあて

はめてみると、次の ようなことがいえる。

 ある商品が少数言語活動によって使用 されるものであ り、市場 を対象 に大量生産 されるのではな く、

む しろローカルに生産 されている限 り、それ らの商品は原則 的には 「非市場商品」 として、貿易障壁が

撤廃 されたとして も、その価格 が下がることはない。 しか しその ことで、それ らの商品は他の商品 との

価格競争か ら外 れるために、相対 的にその商 品の価格 は増加 してい くことになる。

 だが先述の通 り、少数言語 の維持 にはある程度の都市化が必要 とされるが 、その都市化が起 こった場

合 、少数言語活動 によって生産 された商 品は(1)簡 単に価格 に反応 しやす く(2)以 前 と比較 して急

激 に消費 の量が減少 し、その結果活動 を続け ることが難 しくなるのである。つ まり経済生産活動 をとっ

てみた場合、2つ の効果 は多 くの少数言語 による経済活動 を衰退 させ る ものであると懸念 される。

  しか しこれ らの相対価格 による打撃は、少数言語の商品の特徴 により、深刻 に捉 えるべ きではないも

の もある。それは、 これ らの商品が文化的か どうか といった点 によって大 きく異なる。少数言語 によっ

て重要 な、文化 的な商 品、例 えば新聞や、書籍 のようなものは、一般 に国家 における上位言語のものを

購入す るこ とはあって も、外国の商品 を購入することは少 ない。そのため文化商品においては、急激 に

外部の商品 との競争が起 こったとして も、相対価格の影響 は受 けに くい。一方で非文化的な もの、例 え

ば少数言語活動 によって生産される地方の地酒のようなものは、外国において も競争の対象 となる。例

えば、ドイツにおける少数言語地域 のビールはイギ リス に渡 って も、イギ リスの ビールとの競争の対象

になるものであ り、つ まり相対価格の影響 を大 きく受けやすい。 しか しこれは少数言語その ものには直

接 の影響 を及ぼす ことはないのであ る。

5Grin(1993)p .119の デ ー タ を元 に著 者 が作 成
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3.5 経済的環境内における少数言語の実態

 以上 、欧州の統合 による経済の形の変化 が、欧州の土着 少数言語の使用 にどのようなか たちで関係

して くるのか をみてきた。その中で も、EU域 内貿易の強化 、収入 の増加 といった二つのモデルを通 し

て、全体 的に経済統合 が少数言語の使用変化 にあたえる過程 を明 らかに してきた。その結果、言語 は次

のような過程 にある ものが 、経済統合による利益 を受けることがわかった。(1)EU域 内貿易 における

第二の多数言語 との関係 が大 きい(例:オ ランダ語 との関係 をもつフリジア 語)(2)都 市部において使

用 されている(3)い くつかの面 において公 的な保護 をうけてい る。

 そのため、 この条件 に当てはまるカタロニア語や 、バスク語の ような少数言語は 自分た ちに とって

好 ま しい位置 を得 ることがで きている。一方で上記の特徴 を一つ なり、二つな り欠いているア イルラン

ド語、スコ ットランド ・ゲール語、ブ レトン語 、オ ツク語 は経済の統合 によって苦 しい立場 に追いや ら

れている。

 注 目すべ きは、それ ら悪条件 にある4つ の言語 は言語帝国主義 を行 なって きた英 国、フラ ンス にの

み存在 している点である。つ まり言語政策の介入 によって、少数言語 に求め られるのは、これ らの国家

が行なってきた ような、社会の言語移行 による 「数の拡大」ではな く、数は少数であった として も言語

のそのままの形 を 「維持す ること」であるということがわかる。そ して経済的にも、最終的 には言語上

の多様化 は経済 の多様化 を生み、逆 に相互の格差 を小 さい もの とす ることによって関係 が密 になる結果

をもた らす もの と考 えられる。



第4章

少数 言語 をとりまく政治的環境

 この章では前 々章で見 て きた少数言語の政治的環境史の流れ、そ して前章 でまとめて きた、統合に

おいて経済影響 を受 けている少数言語の実態、 を踏 まえた上で、EUの 少数言語 を含 めた言語がおかれ

ている、現在 の政治的環境 について見てみたい と思 う。 またこれからの形 に続け るために、EU関 係で

は 「言語政策」 として どのような対処が実行 されているのか見てい きたいと思 う。

4.1 最近の西ヨーロッパにおける少数言語の政治的環境

 ここまで数多 くのケースを見て きて分かる ように、言語マイノリテ ィーのおかれている状況 は非常

に多様であるため、彼 らの文化 、そ して言語の生存 ・保護 は彼 ら自身の努力 とホス ト政府 の政策 に多 く

がかか っているのだが、早い うちか ら 「国際的」 に西 ヨーロッパ のマイノリテ ィーを対象 として動いて

きた団体 に欧州国家連合組織(Federal Union of European Nati0nalities)と いうものがある。

 FUENはEU等 の政府か らは独立 した団体であるが、彼 らは政治圧力団体 として、時 には情報の中

心 として、そ して欧州会議 や国連 のような機関にマイノリテ ィーに関す るサ ポー トやア ドバ イスを与 え

た りする役割 としてな ど、幅広い活動 を行 なってきた。 また一方で彼 らは何年 もの間、マイノリティー

の権利に関する国際的な立法のためのキャンペーンを続けて きた。その目的は 「言語マ イノ リテ ィーの

言語 は、教育、行政 、そ して裁判 などにおいて使用 される権利がある」 とい うことをア ピール し、また

そのことを国際的 に立法化することを目指 して きた ものであった。

 その第一歩 として彼 らが実現 したことに、1977年 の欧州委員会での言語教育 に関する法令化が

挙げ られる。これは 「全ての子供達 は彼 らの母語 によって教育 を受けることがで きる」いった内容のも

ので、この法案 は本来 、主 として移民の子供達 を対 象に した ものであったが、一般 的なマイノリテ ィー

に対 してのもの として も広 くとらえられるようになった。

  しか しこの一歩 もそれぞれの国家事情 によって、順調 に作用する言語 とそ うではない言語 とに分か

れた。その例は以下の ようである。

・英国や フラ ンスのような国では、中央の政策によって、マイノリテ ィーが自分達のアイデ ンテ ィ

 テ ィーを自らの言語や 、文化 な どで表現するのことが抑圧 されてきたため、伝統的に国家 と言語

 マイノリテ ィー間の争いは許 されてこなかった。

・一方でベルギーでは短 い間に数多 くの言語衝突(多 くの場合マイノリティーが関係 して くるが、も

 ちろん他 の要因 もふ くまれている)が 起 こ り、そのこ とが幾つ もの政府 を崩壊 させて きた。19

 60年 までベルギーは非常 に中央化 された国家であったが、その年 を境 にベルギー憲法 は連邦制

 を認め る方向 に大 きく何度か変 えられた。 日常的 な、フレマ ン語、ワロン語相互の敵対が引 き起

 こす国家内の問題 を解決す るには 「非中央化」がmの 方法であったである。

・ スイス は欧州 においてマルチ リンガルを もっとも成功 させたことを主張 しているが、実際にこの
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国ではス イス連邦体制 の もとに言語の協調 をも成功 させ てお り、4つ の主 な言語地域 では完全 な

る政治的、文化的 自治が行われている。

・ イタリアで も1987年 に非 中央集権化が始 まった。 しか しイタリアは完全 な連邦国家ではな く、

 複数の地域 には 自治権が与え られているが、中央政府 に もい まだ大 きな金融面での権力が残 され

 ている。 イタリアの地域はお互い政治的、文化的、そ して経済的 な発展 の面で大 きく格差が生 ま

 れてお り、この不均衡が続 く限 り地域の、またマ イノリテ ィーの問題は残って しまうであろう。そ

 して金融面では中央化が残 されているのは、その不均衡 を少 しで も解消 しようとするからであろ

 う。 また、イタリア南チ ロルの緊張状態 はベルサ イユ条約に よって、この地域が イタリアの 一部

 となった時以来続 いている。この地域では ドイツ復帰のための怒 りのデモが1986年 の最近 に

 なって も続いてい る。

・スペインはヨーロ ッパの中で一番最後 に、連邦制の方向 に動 き出 した国家であった。1975年

 にフランコが死 に40年 の中央集権化政府に終始符が打たれたことで、ガルシア、カタロニア、バ

 ス クな どの言語 マイノリテ ィー地域 を含 めた地方の 自治 を考慮 に入れた、新 しい法令 は3年 後の

 1978年 に建て られた。

 これから見る と、一般 に77年 の法令以前 に、西 ヨーロツパ の各国は少数言語に対 してそれぞれ何

らかの動 きを見せ ていた ように思 われる。そ してそれは国家があ くまで も中央化 を押 し推 めるのか、も

しくは連 邦制、 または地方 自治の方向に変換 し始 めるのかとい う点で大 きく異 なっていた。

 ここで出てきた 「連邦制」だが、EUは 国際的な 「連邦体制」 をとってお り、 EUの ような国内 ・国

際両 レベルを網羅 した 「連邦制」がマ イノリテ ィー保護のために大 きな役割 を果たす ことができる、とい

う意見は、欧州統合 の話が出始めたときか ら唱 えられ始 めていた。ブ レトン語集団の指導者であるYann

Four氏 の 「100の 国旗を持つ欧州」や、ドイツの元首相であるHalmut Schmidt氏 の複数中心制ヨー

ロツパの考 え、つま り 「地域主体の欧州」などの言葉はその適例である。実際 にそれ らの考えは欧州の

統一に大 きな意味 を与えたが、一方でフランス、イギ リスを始 めとする国の、機能主義考 えなどを持つ

人々によっては大 きく反対 され、EC(現EU)の 中心的な存在 の一国であるフランスは(彼 らは もっ

とも中央行政的 な国家の一つである)、 自分達 の近代 国家の成功 を盾 にし、EUの 連邦制の強化 に滞 り

を表 してお り、これ は今 までに連邦制を考慮 に もいれた ことがない英国の賛同 を大 きく得ている0

4.2 少数言語 に対する規定

 前項では歴史の流 れか ら、欧州 の少数言語 に関す る政治的環境の移 り変わ りを見て きたのであるが、

次は もっと具体的 に 「EU」 、または 「EUの 周辺」では何が行 なわれているのか、つ まり彼 らの 「言

語政策」を見てみたい と思 う。 しか しその言語政策 を考 える前 に、 まずEUに おけ る政治的言語規定 と

いった枠組 についてみてみたい と思 う。一般 に各国家において言語を政治的に公認する場合 、言語 は次

の二つの どちらか に規定 される。

・ 国家語(national language):こ れは国民意識 などの形成な どが 目的でおかれる言語の地位であ

 り、「一つの言語=一 つの国家」 といった政治的な意識 によって言語は国家の求心力の象徴 として

 使われている。EUで は各国家 に一言語ずつが規定 されてい る。

・公用語(official language):国 家語の ように政治意識面での位置づけではな く、社会における公

 式 な場、ビジネスな どの場 において、「実務上」使用 されてい る言語を、公的に定めたものである。

 限 られた言語 を公用語 として社会的に公 式に採用 し、位置付 けることによって、逆にそれ以外の

 言語の社会的使用 を制限す る排 除性を持つ もので もあ る。

またEUの ような超国家 において採用 されている言語の規定は次 の通 りである。
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・EU条 約語(EU treaty language):文 字通 りEU内 の条約や規約文書 で用い られる言語であ り、

 各国家 の国家 語 ・公用語 が使われている。つ まりEUの ような超 国家 においても言語上の国家規

 制は行 なわれてい ることがわか る。

・EU公 用語:仏 語 ・独語 ・伊語 ・蘭語 ・デ ンマーク語 ・ギリシア語 ・英語 ・ポル トガル語 ・スペ イ

 ン語 ・ス ウェーデ ン語 ・フ ィンランド語が挙げ られている。基本的 にはEC設 立 時の加盟国公用

 語であるが、その後加盟国の増加 によりい くつかの言語が加 えられ ている。 しか しここで注 目す

 べ きは最初の時点 か らの加盟国であるルクセ ンブルグの言語、そ して後に加盟 したアイルランド

 の言語 が公用語か ら除外 されている点である。 この二つの言語は二国家 におけ る国家語 としては

 認め られてい るにも関わらず、その話者数か ら少数言語の部類 に分け られ、EUで は公用語 とし

 て認め られていない。その一方でスペ インの少数言語であるカタロニア語が制限付 のEU公 用語

 として認め られようとしている事実 もある。

・EU作 業言語(EU working language):現 在 のEUに おける公用語は上 に述べ たように合計ll

 言語 も存在す る。そのためEUに おいて公式文書 の翻訳 についやす労力、そ して費用 は莫大なも

 のであ り、EUの 予算 の約3分 の1が 翻訳 に費 やされているといった事実 があ る。そのため実際

 にEU内 で頻繁 に使用 される言語は仏語 ・英語 ・独語の3言 語 とされている。 これは前章の、経

 済 におけ るリンガフラ ンカ的な役割 を持つ ものである。

4.3 EUに お け る少 数 言語 主 義 の う ご き

 先 ほども述べたが、EUの 設立 によって欧州の地域主義は加速 され、経 済を中心 と した統合は政治

面、社会面、そ して文化面 にも拡大 した。 しか し、その背景で、力 を持 たないエスニシテ ィーは徐 々に

巨大化する政治権力 によって押 し潰 され、彼 らの文化 の象徴 ともいえる言語 もが喪失 しようとしている

のである。そのため、これ らの言語 をサポー トする形で、超 国家EUで は言語政策 について考 える必要

がでて きた。その具体的 な理由には、大 きく次の3つ が考え られる。

・言語が各民族のア イデ ンテ ィティー と集団主義 を保有 してお り、言語上 の混乱はEUの 統合 にお

 ける求心力 を歪める ものである

・域内の自由な人の動 きは域内市民のみならず、域外からの労働者の流入も招 き、域内の言語的多

 極化はすすんでいる

・共 同体の多言語主義の維持 には莫大な費用がかか ってお り、加盟国の増加 とともに、その額 はこ

 れか ら増 える一方である

 超国家EUの 誕生 によって、中心(Centre)が 周辺(Periphery)を 支配する帝国主義的な、国家 と

地方の力関係 は変わった。EUは 基本的に、加盟 しているあらゆる地域 に発言の権利 を与 えてお り、加

盟国家個 々の規制力は薄れて きているといえる。そのため政治権力 は国家 か ら超国家、または地域へ と

移動 しているのである。そのことは欧州の言語政策 を考える上での、言語 とア イデ ンテ ィテ ィーの関係

を変 え、縄張 り主義(Territoriality>に 基づ く言語権 の要求を起こす ことになったのだが、この ような

動 きは社会の求心力 を大 きく歪める ものであ り、EU政 府 は、少数言語の 「言語権」保護の もとに、こ

れ らの民族主義 をコン トロールす る動 きを始めたのである。

 EU政 策におけるこの言語権 には次の項 目が挙げ られている。

・EU公 認の言語地位

・教育における言語地位

・少数言語に対する周辺の意識向上
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 EUで は基本 的に、その発端 ともいえるローマ条約(1958年)に おい て加盟国の共同体内 にお

ける作業上の言語の平等的な地位が提 唱 されてお り、新 しく加盟する国家に対 して も同様 のことが約束

されている。 しか しこの場合、例外 としてアイルランド語 とルクセ ンブルグ語があ り、これ らの言語 は、

加盟国の国家語 であるにも関わ らずEUの 公用語 には認め られていない。 またもちろん作業言語 にも加

え られてはいない。 しか しアイルラ ンド系欧州市民、ルクセ ンブルグ系欧州市民の基本 的人権 として、

欧州裁判所 においては、彼 らの言語権 は認め られているのである。つ ま りEUの 法律 はこれ らの言語 に

も翻訳 され、 また彼 らも自らの言語で裁判 を受け ることがで きる。この ようにで きるだけの範 囲におい

て各言語 の権利 は認 め られているのである。

 またこれ も再述 になるが、EUで は現在11言 語が公用語 として認め られてお り、その翻訳 と通訳

の量は膨大 なものである。この膨大 な作業 は、共同体 における予算 の3分 の1に のぼっている。 しか し

そこまで して もEUは 欧州市民の基本 的人権 の一つである 「言語権」 を擁護する 「多言語主義」の形 を

崩そうとはせず 、実際に多 くのプ ログラムによって域内少数言語の保護 、普及を促 しているのである。

 現在EU内 で行 なわれている ものには民間の2言 語教育プログラムや 、またEU政 府 によって推進

されているこれ らい くつかの計画がある。

・SOCRATES活 動:共 同体内の第二言語習得 を促す活動であ り、現在は1999年 を目標に、ア イ

 スランド、リヒテ ンシュタイン、ノルウェーの欧州経済地域合意の枠 を含めて、加盟 国15ヶ 国 を

 中心 に第二言語教育分野 におけ る下記の様 々な活動 を行 なっている。

-LINGUA計 画 1990年 には じまった域 内における言語教育の推進計画。

一ERASMUS:高 等教育 におけ る第二言語習得プ ログラム。他言語圏の教育機関 との交換留学

 制度 を促 進 してい る。

一COMENIUS:高 等教育以外の教育機関全般において第二言語習得プログラムを促進 している。

その ほかSOCRATESで は一般向けの言語教育、域内の情報、教育 システム、教育政策の交換、

教員の養成、教 育資源の開発がおこなわれている。

また、その他の計画 としてEUに は、

一ECCE計 画 1977年 か らの移民者 を対象 と した言語教育プログラム

MERCATORネ ツトワー ク1:1987年 に始 まり、域内市民 に少数民族の存在 をアピール

す るための機関で、フリースラン ト、カタロニア、ウェールズ、フランスに中心機 関をおいて

いる。それ らの地域がそれぞれの分野での活動 を行 なってお り、フ リースラントではFryske

Akademyが 中心 となって教育 を担当 し、カタロニアではCIEMENが 法律担当、ウェールズ

で はウェールズ大学が メデ ィアをつかった情報活動 を行 なっている。またフランスでは情報

の整備 が行 なわれている。

 な ど の プ ロ グ ラ ム が 存 在 す る 。

 ま た 、1981年 に は 「地 域 言 語 と文 化 、少 数 民 族 の た め の 憲 章(Charter of regional language and

cultures and right of ethnic minorities)」 が 唱 え ら れ 、 こ の 憲 章 が 契 機 と な っ て 、 後 に 欧 州 少 数 言 語 事

務 局(The European Bureau for Lesser Used Language)が 作 ら れ る こ と と な る 。

 そ し て1994年 に は 、欧 州 議 会 に お い て 「ECに お け る 言 語 的 文 化 的 マ イ ノ リテ ィー に 関 す る決 議

(Resolution on Linguistic and Cultural Minorities in the European C0mmunity)」 が 採 択 され て い る 。

 そ の ほ か 欧 州 評 議 会 等 に お い て も様 々 な 言 語 権 を め ぐ っ た 決 議 が な さ れ て い る 。

 こ の よ う にEUは 、2つ の 国 家 語(ア イ ル ラ ン ド、 ル ク セ ンブ ル グ)を 除 い た す べ て の 言 語 を 、莫 大

な コ ス ト に も 関 わ らず 、 国 家 の もつ 文 化 と し て公 平 に 扱 っ て きた 。 ま た そ れ 以 外 の 少 数 言 語 に して も 、

彼 ら少 数 共 同体 を政 治 的 、 社 会 的 に押 しや り 「同化 」 と い っ た 恐1布 に よ っ て抑 圧 せ ず に 、 で き る だ け 公

1MERCATOR(1997)
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平な相互関係 を作 り上げて きたのである。同時 に少数言語共同体 たちも、自分 たちの地域区域をベース

に、自分たちの権利 を主張 し、獲得 してきたのである。

 個人 と地域の原則は長い間、言語権 を守 る上で大 きな要因とされてきた。「個人」の原則では、ある

個 人が どこにいた として も、その言語 の権利 を承認 し、一方 「地域」の原則では、あ る場所 において、

そ こに誰がいた として も、その地域 の言語権 を承認 して きた。

 欧州 の言語紛争上での解決で は、ス イス、ベルギーとも後者の 「地域(縄 張 り)」の原則 を主 に適用

し、このモデ ルは欧州 で数 々の大 きな効果 をあげてきた。

 この ように最近の欧州EUに おけ る言語政策は、言語 と地域のつなが りを尊重する形 を進 め、政治

的 には多言語主義の方 向性 を保 っているといえる。
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第5章

は じめ に

 前部である第二部では西 ヨーロツパ全体 、そしてEUと いった比較的マクロな視点か ら各言語環境の

流れ、そ して少数言語の実情等について見て きた。第2部 で再三述べたのだが、少数言語 を含めた各言

語が これ まで辿 って きた歴史上の軌跡は決 して同 じものがな く、その結果た どり着 いた現在の実情 も非

常 に多岐 にわたっていた。そのため第二部では、少数言語 に関 しては一般論 の枠 を越 えない程度で しか

ものごとを論ず ることがで きなかったが、マクロな視点で西 ヨーロツパの言語状況全体 を捕 らえたこと

で、少数言語の実情 において、一番大切な 「イメージ」を把握す ることはで きたと感 じる。 しか しもっ

と深 く入 り込んだ 「政策」 を考 える上 では、先 ほど以上に 「ケースを絞 り込 んだ検 証」が必要であ り、

この第三部で はオランダ ・フリジア 語 をといった個別ケースを対象 とす ることで、少数言語の実情 につ

いて もっと詳 しく見 てい きたい と思 う。

 第一部 でも述べ たが 、フリジア 語 はオランダ国内 における 「少数言語」で あ りなが ら、州政府を中

心 とした権力 によって保護 され、また非フリジア 民族である一般のオランダ人 ともうま く共生を保って

いる。そのことはWoodも 次の ように述べている。

現在 のオランダ ・フリジア 語 に対 しては席次計画は非常に理想 的に行 なわれてお り、評価 に

値する ものである (Woods 1979)1

 この部では、 まずフリジア 語に関する様々な情報 をまとめた上 で、フリジア 語 とは何 か といった点

をまず把握 し、今度 はこの言語 と話者 の関係 、そ して言語 と社会の関係 といった視点か ら見ていきたい

と思 う。そ うして最後 にはフリジア 語 だけの枠 か ら一歩で ることで、周 りのオラ ンダ語 との関係 につい

て も見てみたい と思 う。つ まりフリジア 語がオラ ンダ語 の社会 において自分 に与えられた話者の民族意

識 を保 ちなが ら、 うま く非フリジア 人 とも 「共生」で きている環境 について調べ、そこからその原因を

究明 してみたい と思 う。その結果 を元 に、この研究の最終的なゴールの一つである、一般的 に 「どうす

ればマジョリテ ィーとマ イノリテ ィーは共生で きるのか」 といった言語政策 の立案 のためのヒン トを多

く見つけ出 し、フリジア 人、そ してオランダ人 もが所属す る新 しい共通の枠組であるEUが この言語 を

これか らどう扱 ってい くべ きか とい う点 について考 えられたらと思 う。

lln:Gorter 1989 p .1



第6章

フリジア語

6.1 フリジア 語 と は

 言語学的な区分 においてフリジア 語 は、ゲ ルマ ン語派の中で英語 にもっとも近 く、フリジア 語、英

語 をひ とま とめ に してアングロフリジア語(Angr0-Frisian)と い う分類がな されるほ どであ る。その理

由としてフリジア 語は大陸 に存在す る言語であるが、その話者は もともと海洋民族 であったケル ト民族

の系列 にあるため と推測で きる。つ まり民族 的に、このフリジア 語の話者であるフリジア 人はゲルマン

の系統 を持 つが 、それ と共 にケル ト民族の系統 をも持つ と考 えられるのではないだろうか。そのためこ

の言語 は、小グ ループ の区分 においてはオラ ンダ語、ドイツ語 とは別個のグループ とされる。 しか し今

日のフリジア 語 は長年 に渡って各 国家の国家語であるオランダ語や ドイツ語 、また周辺地域のオランダ

語、 ドイツ語の地方変種 との言語接触 の結果、それ らの言語 に影響 され、その姿 は大 きく変わって きて

いることか ら英語 との類似性 を認めることは難 しくなってきている。

 歴史上 にこのフリジア 語が現れたのはローマ時代が最初で、タキ トゥスの 「ゲルマニア」にこの言語

の話者であるフリーシー族が紹介 されている ところに始まるといわれる。つ まりそれほどこのフリジア

語は歴史のある言語 といえ よう。

 その言語 の歴史であるが、言語の歴 史上の区分 は後 にも述べるこ とになるが 、その使用形態によっ

て大 きく分け られてい るのではないかと推測 される。 まず最初の段階 としては1550年 以前の ものが

最 も古い、古フリジア 語 とされ、この時期 のフリジア 語 はもっとも英語 に近かった とされる。そ して1

800年 を境 に して中期フリジア 語 と新フリジア 語 にわけ られ今に至 ってい る。

6.2 言 語 内 の 区 分

 フリジア 語 には西フリジア 語、東 フリジア語、北フリジア 語の三語種が存在 してお り、東西の区分は

かな り早い時期 からオランダ北部のラウヴェアルス川を境 に行われていたとされる。だが言語学的 には

川 によって分離 されていた として も初期 の段 階で は地理的には続 いていたもの と考 え られる。 しか しそ

の分布範囲 も徐 々に話者の減少 により狭 ま り、現在 のドイツとデ ンマークの国境近 くに植民 した東フリ

ジア語話者が孤立 し、北フリジア 語の地域が生 まれたのであ る。

 現在の言語分布 は地図に もあるが西フリジア 語 はオラ ンダ ・フ リースラン ト州 のほぼ全域、東フリ

ジア語 はドイツ北西部 の町であるブ レーメンの西部、北フリジア 語はドイツのデ ンマークとの国境近 く

に存在 している。(図 表3・1実 線枠)

 先 ほど西フリジア 語はフ リースランド州のほぼ全域 で使われている と述べたが 、その例外は州の北

西部である。この地域(図 表3・2斜 線域)は 後になってオランダ人 によって開拓 され埋め立て られた

地域 であ り、その結果州内で もこの地域 においてのみオランダ語が使用 されているのであ る。また最近

で はフリジア 語の区分 として新 しくもう一つ西フリジア 語の下位 に都市のフリジア 語が発生 してきてい

る。それは最近 になって西フリジア 語圏内の都市部 に非フリジア 語話者が多 く流入 してきたことによっ
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て、都市 のフリジア 語が他 の言語 の影響 を受け、地方の西フリジア 語 との差が著 しくな り言語的 にも区

別 され るようになって きているのである。

 またそれだけでな く、地図(図 表3・1)を 見て もわかるとお り現在のこの3つ の系統 のフリジア 語

は地理的 にお互い に離れて分布 しているのだが 、そのため各言語変種 は異なった言語(オ ランダ語、ド

イツ語)の 地方変種の影響 を大 きく受けているとい う実状 もある。その結果表面的 なそれぞれの言語の

姿は大 き く異 なって きてお り3種 のフリジア 語 による相互 のコミュニケーシ ョンは現在 はほぼ不可能で

あ るとされている。

 この ように大 き く3つ に分 け られ るフリジア 語 だが、一般的にはフリジア 語 とい えば西フリジア 語

をさす ことになる。それは人口の問題か らくる ものなのだが、現在 東、北フリジア 語の数千 人、数百人

のレベルに対 し、西フリジア 語 は50万 人を超す数 となっている。

 つ ま りフリジア 語話者 のほとん どは西フリジア 語話者であ り、そのため一般 にはフリジア 語 といえ

ばこの西フリジア 語 を指すことになるのである。 このペーパーにおいてもこれ以降 は断 りがない限 りブ

リジア語 といえばオラ ンダ ・フリースランドで使用 されている西フリジア 語を指す もの とす る。

6.3 歴 史 の上 のフリジア 語

 フリジア 語 は古フリジア 語の時代 において話者 の数が最 も多かった とされ、 この時期が分布的にも

最 も広がった時期 であ り、そのころは西は現在 のオランダの首都であるアムステルダム南部から北 ドイ

ツ地方、デ ンマーク南部一帯にまで広が っていた とされる。(図 表3・1点 線枠)

 この ころのフリジア 語 は地域 における公式な言語 と して政府文書 をは じめ法廷 によっても使用 され

ていた。 しか し15世 紀 に入 って古典主義の影響 を大 き く受けるようになると、この地域で もフリジア

語 は文書 としての役割か ら遠 ざかることとなる。そ して17・8世 紀 になるとフリジア 語は公式な場所

ではほ とんど使 われる ことはな くなった。

 だが19世 紀 に入るとギリシャ、ラテンの学問を重ん じる古典主義の発想 も、自らの学問 を尊重する

ロマ ン主義の発想へ と変化 し、フリジア 語の文書 としての役割 も復活 し始めるようになる。そ して20

世紀に入る とこの言語 は再び政府、法廷 などの公式 な場所において も使用 されるようになったのである。

 これら使用形態の変化 はフリジア 語そのものの形 にも大 きな影響 を与えた もの と考 え られる。それ

を理由に、文書 と しての役割か ら遠 ざかった とされる15世 紀 ごろは、古フリジア 語 と中期フリジア 語

の境界 、そ して再び使用 されるようになった19世 紀 ごろの時期 は中期フリジア 語 と新フリジア 語の境

界 とされている。

 そ して現在 、オラ ンダ政府はフリジア 語 をオラ ンダ国内の公用語 と してその公式地位 を認め、ブリ

ジア語その もの も各地方変種 を統一化 した書 き言葉が現れることで言語の標準化がされるようになった。

しか しこれは前 に も述べた通 りオランダの西フリジア 語に関す ることであ り、ドイツ北部に存在する東、

北フリジア 語 は国家に よる公式地位 をまだ認め られることはな く、周辺言語であるドイツ語の北部地域

変種の影響 を大 きく受け、その形は徐々に言語消失への道 をたどっているのが現状である。



第7章

フリジア 語話者の地位 、人口

7.1 フリジア 語 話者 の 人 ロ

 フリジア 語は先ほ ども述べ た通 りほとんどがオランダ北部の州フリースラ ンドにおいて使用 されてい

る。 しか し例外 もあ りフリースランドにおいても先述のオランダ人農民 によって16世 紀 に開拓された埋

立地(Bilt)(図 表3・2斜 線域)に おいては使用 されていない。またオランダには北部に大 きく5つ の島が

存在するが、その うちのテルスヘーリング島(Terschelling)、 スキアルモニクーグ島(Schiermonnikoog)

ではフリジア 語の地域変種が使 われているが、ア メラント島(Ameland)、 フ リーラ ント島(Vlieland)

ではフリジア 語が聞かれることはない。またフリースランド南部の州境 にある小部落 、ステ リングベル

フェン(Stellingwerven)で はサ クソン語の地域変種が使用 されている。

 また先述のようにフリース ランド州の州都 であるルーワルデ ン(Leeuwarden)で はフリジア 語の都

市変種 である都市フリジア 語が使われてお り、この地域は実質オランダ語、フリジア 語、都市フリジア

語 の3語 種が使 われている トリリンガル地域 といえる。

 この ように例外 の地域 もあ るがフ リースランド州で は一般 にフリジア 語が使 われてお り、州内にお

けるフリジア 語話者人口は1954年 の12月31日 の時点で47万277人 、そ して27年 後の19

81年 の12月31日 では58万3989人 となっている。

 だが これらの話者人 口を分析する とそれ らの うちでフリジア 語 を母語(home language)と す る人の

全体 に対す る割合 は少 々減少 し、この同 じ地域 において1955年 では71%(292604人)、1

980年 では59%(306045人)と なっている。 しか し絶対数的 にはフリジア 語を母語 とする人

の割合 は27年 間で4.6%、 つま り13441人 増 えていることになる。

 フリースランド州全体の人 口に対するフリジア 語話者だが、この州内には約60万 の住民がお.り、そ

うちの94%はフリジア 語を理解す ることがで きる とされている。しか し話す こととなる と73%、 読む

こととなると65%、 そ して書 くこととなる と10%の 割合の住民 しか存在 しない といった事実 もある。

 参考 までにオランダ全体の人口は94年 のデ ータでは1536万7928人 であるが、その うちブ

リジア語話者の割合は約2%と なっている。

 言語地理学の面か らいうと伝統的 にフ リースランド州の言語 は均一的(h0mogeneous)、 つまり州全

域 におい てほぼ同種 の言語が使用 されている。先ほ ども述べた ようにオランダ語、フリジア 語 、サ クソ

ン語の地域変種が都市部や州境 、その他後にオランダ人によって開拓 された地 において使用 されている

とい うこともあるが、一般的にフリースラ ンドではフリジア 語が使 われているようである。

 州内都市部 の住民お よそ1/4は 州外 で生 まれたとされてお り、また人口の動 きか ら州内の都市周

辺か らの移住者 も増 えている。そのため都市 においては完全なフリジア 語 の環境 とい うのは次第に薄れ

て きてお り、その結果 ここ20年 では異種的(heterogene0us)、 つ ま り州内 における使用言語が同一の

ものではな くなって きている とい うこともある。

 現在一般 的に州内におけるフリジア 語の話者全員はオランダ語 との二言語の使いわけをお こなうダ

イグロシアであ り、フリースランド州一帯 もダ イグロシア地域 とされている。 しか しこの条件 はブリジ
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ア語 を維持 してい くためには大 きな問題点であ り、特 に都市部 においては環境的 に良 くない状況である。

 これ ら悪環境 の中でフリジア 語 が保護 され、実際 にその話者数が増加 しているのは どう してであろ

うか。その理由の大 きなものにはフリジア 人のエスニシテ ィーがあげ られる。フリースラ ンドは一般的

にフリジア 人の州であ り州政府 もフリジア 語の保護 に対 し大 きな役割 を果た している。詳細 については

後 に述べ るが、このフリジア 人のエスニシテ ィーに守 られているために西フリジア 語 に関 しては今の時

点で は消滅 の危機 はない。

 また1937年 にはオランダ政府のバ ックア ツプ もあってフリジア ・アカデ ミーが設立 され、この機

関を中心 にフリジア 語 の普及、研究 、言語の標準化のための様 々な活動がなされている。そのほか現在

このフリースラ ンド州内ではオラ ンダ議会 によってフリジア 語は初等教育 における必修科 目とされてお

り、 もちろん法廷 において もその使用が大 きく認め られている。それだけでな く小説、新聞などにもブ

リジア語 で刊行 されているものがあ り、ヨーロツパの少数言語の中でフリジア 語は最 も恵 まれた境遇 に

あるといわれる。

7.2 社 会 学 的立 場

 フ リースラ ンド州内においてフリジア 語の言語的立場 は州政府 、州教育機関な どの公式機関の権力

によって保護 されてお り、オラ ンダ語の公式環境内 においてフリジア 語の差別は存在 しないはずである。

しか し一般社会 においてはフリジア 語話者 とオランダ語話者の社会的立場 にはい まだ格差が存在す る。

言語的背景別による教育レベルの割合(%)1

教育 レベル フリジア人( ・1:) オラ ンダ人(n=349)

低 レベル 65 38

中 レベル 17 24

高 レベル 18 38

 この表は州内 におけ る住民の言語 的背景 の違いがその教育 レベルに どの くらい影響 しているか を表

した ものだが 、表からもはっきりとわかるように、オランダ人が高い教育 レベルの域 に多 く当てはまる

の に対 し、フリジア 人は圧倒的に低 い教育 レベルの域 に存在 している。この ことは従来の教育がブリジ

ア人の母語であるフリジア 語 によって行なわれていなかったことを表 しているのだが 、この教育 レベル

の差 はその まま言語的背景の違いによる職種 の違いに反映 している。

 州内におけるオランダ人は16%の みがオペ レーター、つま り単純労働者層 に位置するのに対 し、ブ

リジア人は37%も が同 じ層 に存在 している。つ まり州内における公式 な場での社会的差別は使用言語

によって行 なわれることはないが、この ように使用言語はその教育 レベルに大 きく反映 しそれによって

社会的な格差が州内には存在 して しまっているのである。

 また就 職種 に格差が現れているということは、その まま所得 に関 して も同 じようなことが現れるこ

とになる。その実情 を表す もの として、就職 しているオラ ンダ人の45%が2500ギ ルダー(約15

万円)以 上 の収入を得 てい るのに対 し、フリジア 人においては22%し か同 じ額以上の収入 を得 ていな

い とい うデ ータもある。この ように州内においてはいまだに労働 の上では使用言語 による格差が存在 し

ているのである。

1Gorter
,(1984)In:Ytsma,」,(1993)
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7.3 教 育

 公式にフリジア 語が教育の場 で認め られは じめたのは1907年 、州政府が課外活動 としてのブリ

ジア語の教育へ行政の一環 として援助 を行 なった ことに始 まる。そ して1955年 には初等教育 におけ

る本格的なフリジア 語教育 、またフリジア 語による教育が始 まった。そ して1980年 には小学校 のす

べ ての学年 においてフリジア 語での教育が行 われるようになりフリジア 語の義務教育 も始まった。

 このようにヨーロッパ における他 の少数言語やオランダ国内 における非土着言語(ト ルコ語 など)と

比較す るとフリジア 語の法的地位 と初等教育 におけ る地位 は相当高いものであ る。

  しか し忘れてな らないのは教育 の分野 におけ るフリジア 語の地位 は自ず と与え られた ものではな く、

フリジア人のエスニ シテ ィーによってフリースラ ントの行政機関が動 き、その中央政府 に対す る長い間

の圧力 によってつ くられた地位だ とい うこ とである。

 このよ うな生活上の必 要性が生んだ、住民の圧力 によって州内のフリジア 語教育体制がつ くられた

のだが、その必要性 は書 くことではな く話す ことに集中 している。つ まり州内においてフリジア 語 は生

活の上で使用す る必 要性 のある ものであ り、文書 として 「書 く」必要性 はない もの ととらえ られている

のである。

 事実、フリジア 語 を書 くことので きる州内住民はわずか10%し かお らず、またフリジア 語 を教 え

る立場 にある教師 において も1/3し かフリジア 語 を書 くことができない とい う実状がある。 また先ほ

ども述べた通 りフリジア 人はほとん どが2言 語を使い分ける ことのできるバ イリンガルであ り、彼 らに

とってフリジア 語を書 くことは利用価値 が少ない。そのため初等教育におけるフリジア 語 の書 き言葉 に

対する意識は薄い といった問題がある。またフリジア 語 による教育 について も、フリジア 語 しか理解で

きない生徒数が現在 は非常 に少 ないため、あま り必要性 もな く行 われてい ないのが現状である。

 以上、初等教育 におけるフリジア 語の状況を見て きたが、中等教育 においては どうであろうか。

 中等教育にフリジア 語が現れたのは1988年 にオランダ議会がフリジア 語教育のひとつ として、ブ

リジア語 とフリジア 文化 を専門教育学校のカ リキュラムに組み入れた ところに始 まる。

 オランダの教育 システムでの申等教育は大学へ の進学 コースであるVWO、 MAHO、HAVOと

い ったコース と専 門的 な知識、技術 を身につけ るテクニ ツクコース とに分け られるが、このフリジア の

言語 、文化 を専攻す るカ リキュラムは後者に相当す る。この学校ではフリジア の言語、文化 どち らかを

選択す ることは義務 とされてお り、中等教育におけるフリジア 語の地位 を大 きくあげ る結果 となった。

 また前者の進学コース(Examination Level)を 対象 と した範 囲では、1990年 までオプションと

してのフリジア 語教育がい くつかの学校 においてのみ行なわれていただけであったが、1991年 オラン

ダ議会はこの進学コース を含めた中等教育全体 の最初の3年 間におけるフリジア 語の義務教育 を定めた。

 また大学教育 でもアムステルダム大学 に 「フリジア の言語 と文学、特 に社会言語学 とフリジア 文学

の歴史」 といったコースが後出の ブリス クアカデ ミー との協力 によって作 られ、フリジア の言語 と文学

を中心 とした研究が進め られている。

 そのほか一般 向けの教 育システム として、フリジア 語話者で ない ものがフ リースラ ンド州に きた と

きに実用的 な面 でのフリジア 語 を学ぶために、また成 人 したフリジア 人がフリジア 語の読み書 きを上達

させ るため に、総合フリジア 語教育委員会(The General Frisian Education C0mmittee)も 用意 され

ている。

 この ように州 内のフリジア 語教育体制 は徐 々に整備 されて きてお り、フリジア 語の保護体制は確立

した もの となって きている。

 しか しこれ らの体制は州内 においてのみの ものであ り、他の州 では行 なわれていない といった問題

もある。そのためこれか らの教育課題 として、 もっとフリジア 人を対象 と した もので はな くオランダ人

をふ くめたフリジア に関する教育体制 を作 ってい くことがフリジア 語 とオランダ語の相互関係 を保 たせ

てい く上で必要 と考え られ る。



第8章

フリジア語の主な使用領域

 前 章 で はフリジア 語 話 者 を 中 心 に見 て きた が 、 こ の 章 で はフリジア 語 そ の もの の 社 会 的 な 地 位 を 、 ブ

リ ジ ア 語 の 主 な使 用 領 域 を検 証 す る こ と で 見 て い こ う と思 う。 こ の 章 のデ ー タ はFryske Akademy編 の

"Taal yn Fryslan"の 英 訳 版 で あ る"Language in Friesland"1の も の を 中 心 的 な参 考 と した
。

8.1 現段階における言語の使用領域

 言語使用の領域 と して主たる ものには、前記の 「教育」の他 には、宗教活動、経済活動、文化活動 、

行政を主 とした政治活動の4つ が大 き くあげ られ ると思 う。 ここではそれ らの使用領域 をフリジア 語 に

関連 して見てい きたい と思 う。

8.1.1 宗 教 活 動

 一般 に少数言語 によって主たる活動の場 とされる 「宗教活動」であるが、フリジア 語の場合は、彼 ら

の土着の宗派である 「メノナ イト派」があま り普及 していないこ とか ら、彼 らの一般的な宗教 はキリス

ト教のプロテス タントとされている。そのため彼 らにはオランダ語、フリジア 語の両方の宗教的なサー

ビスを選択す る余地がある。結果 と して数的には多 くの場合、宗教的サ ービス(ミ サ)は オランダ語で

なされているようである。完全 なフリジア 語 による宗教サ ービスは全体の2～3%程 度のもので、宗教

といった高級 な社会活動ではやは りフリジア 人に とっては高級変種(且igh Variety(且V.))で あるオラ

ンダ語が選 ばれるのであろ う。 しか し前述の ようにフリジア 語 による ミサは3%程 度で しか行 なわれて

いないのに も関わ らず 、フリジア 人回答者の63%がフリジア 語でのミサを経験 した ことがあると答え

ている。この数値 は若い者 の間では顕著 に高 くな り、彼 らのフリジア 語の ミサへの関心度 を表 している

といえる。

  ミサ だけで な く、自分 自身が祈 りを行 なう場合使用す る言語 も、少数言語話者の一般的なスタイル

であれば彼 らの第一言語が使用 されるはずである。つ まりこの場合はフリジア 語が使 われるはず なのだ

が、実際にフリジア 人の中では、祈 りはオランダ語で多 くの場合行 なわれている。 しか しこれ も先ほ ど

の ミサの例の時 と同 じように、若い年齢層 になるほど、大人 と比較 して祈 りをフリジア 語で行な うこと

が多 く、数値的 には倍 の結果が出ている。

 またプ ロテスタン トの基本である聖書であるが、これ は1943年 にフリジア 語の翻訳版 が発行 さ

れている。宗教心のある者の1/4は このフリジア 語聖書 を持 っているが、実際 に使 っているのは1/

5で ある。つ まりフリジア 人 にとって第一言語 と宗教言語の格差 は広 く、 しか し若者の間ではその殻 を

破 ろうとす る新 しい動 きが生 まれているの は確かである。

1Fryske Akademy 1988
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8.1.2 経 済 活 動

 前章の 「話者 の地位」の項で も述べた ように、事実 だけ を見ればフリジア 語は、オラ ンダ語 と比較

した場合社会的に地位の低い状態 にある。これは何度 もいうが、言語その ものの地位ではな く、言語話

者の地位であるが 、このような事実からいえる ことは、フリジア 語 は社会 うけ しに くい言語であるとい

うことである。

 そのため高い社会的地位 にあ るフリジア 語話者は、あ まり同僚 との会話 には自分達の言語は使用 し

ない。一般労働者 においては、彼 らは自分 と同 じ社会的地位 にある人間 とは頻繁 にフリジア 語での会話

を行 なうが、社会的 な地位(社 会のは しご2)が 異 なる相手の場合 は、上の者 に対 して も、下の者 に対 し

て もあまりフリジア 語は使わない。つ まりフリジア 人にとってオランダ語 はフリジア 語 と比較 して権威

ある言語であ り、フリジア 語は本当に親 しい仲の人間以外 とは使お うとしないのである。

 つ まりマネージャーか ら平 まで、様々なクラスの構城 員が出席す る企業 の会議の ような場所 ににお

いて、フリジア 語が使 われ ることはまずない といっていいであろう。また店頭 において、店員がお客に

対 してフリジア 語で話 しかけるとい うこともよほどの常連 にならない限 りはないのでないだろうか。私

がフ リースラントの州都 であるLjouwertを 訪れた時 も、店 に入 った私 に対 して店員がフリジア 語で話

しかけて きたこ とはまず なかった。当た り前 のことであるが、外部の人間が、特 に外国人が、フリジア

人 とフリジア 語 で会話す るのは非常に困難であ ることが ここで分かる。

8.1.3 政 治 活 動

政党

 フリースラン ト州内において、保守的政党である 「フリジア 国家党(Frisian Nati0nal P.)」 と 「キ

リス ト民主党(Christian Democratic P.-CDP)」 の2党 は、フリジア 人の支持者 を多 く集めている政

党である。フリジア 国家党はフリジア 民族運動の政治運動 の一端であ り、この政党 は右派の保守党やC

DAと 共にその特徴 上、地元に密着 してお り、フリジア 主義 を大 きく掲げている。

 一方で過激社会 ・共産主義、またリベ ラル保守 な政党であるD'66とVVDは 州内の非フリジア 語

話者の支持 を第一 に集めている。彼 らは前の3党 とは違って、非地元密着の支持者を集めてお り、これ

らの政党 は反フリジア の立場をとっている。

 また中央政府 に対す る意識 として も、フリジア 語話者で左派政党、 もしくは右派のフリジア 語国家

党支持者 は、中央政府のハ ーグに対 してはつ よい反感を持 っている。つ まりフリジア 側 の立場の人間の

多 くはアンチ 中央政府であ り、逆 にア ンチ ・フリジア の人間の多 くは中央政府側の立場 をとっているこ

とが ここでわか る。

 その中で社会民主党(PvdA)は 両方の平均 的な支持 を集めてお り、体制的にも中間の立場 をとっ

ている。フリジア に関 して も中央政府 に関 して も中間的 な立場 は変 わらない。

8.2 現 段 階 に お け る言 語 の ニ ー ズ をあげ る動 き

8.2.1 メ デ ィ ァ

 少数言語 の維持 のため、また意識の高揚 のため にメデ ィアの果たす役割 は大 きく、地元 を代表す る

意見 を地元に流す ことで、そこには意見の流通が起 こり、集団意識 を高揚 させ るには好適な条件が生ま

れる。

新聞

 フ リ ー ス ラ ン ト州 で は 、 地 元 新 聞 で あ る 「Leeuwardee Courant」 と 「Friesch Dagblad」 の3～5

%程 度 がフリジア 語 で 編 集 さ れ て い る 。 しか も こ の 部 分 の 記 事 は 半 分 以 上 も の 読 者 に読 ま れ て い る とい

2FYyske Akademy(1988)pp .17
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うデータもあ り、一見好評の ようにみえる。だが州内の30%の 人々がフリジア 語 を全 く読めない、 も

しくは読 むのに も非常 に困難を伴 うといった事実 もあ り、大多数の人間の希望 によって、これか ら先、

紙上でのフリジア 語の記事 の割合が順調 に増えてい くとは限 らないのである。 しか しフ リースラント内

のこれらの地元新 聞では、記事中の、フリジア 人のフリジア 語 による発言はオランダ語 には訳 されず に、

その ままフリジア 語で載せ られるとい うのは、暗黙の了解 ら しい。

 全面フリジア 語 による 日刊新聞 も以前 は企画 されたことはあったが、マーケ ツト調査 の結果 、推定購…

読件数は1万 か ら6万 部程度で しかない とされたため実現 は していない。 しか し月刊の ものでは 「Fysk

en Frij」が完全 なフリジア 語紙 として実現 されてお り、また週 に一度だけLeeuwardee Courantも ブ リ

ジア語の面 を一面全体 に増加 させている。

ラジオ

 1977年 よりフ リース ラン トの地域 放送局、オラ ンダ放送機 関の賛助 の元 に動 いてお りくこの

「Radio Fryslan」 の放送 は全部のプログラムがフリジア 語である。放送時間は一 日約2時 間だが、 リス

ナーか らは好評 を得 てお り、フリジア 人の3人 に一人は定期 的に受信 しているとい う。

テ レビ

 オラ ンダ民放OMROPの 子会社であるOMROPフ リースランは一週 間に39時 間、フリジア 語

の番組 を州内 に限 って放映 している。オランダ全国に向けては、週一 日、最近 は月曜 日の夕方に50分

のフリジア 語番組が、親会社 のOMROPを 介 して、字幕 スーパ ーつ きで放 映されている。 この全国放

送は、もちろんオランダ人を対象 にしたものではな く、全 国に広が るフリジア 人 を対象 としてお り、5

0分 中の20分 は教 育内容の ものである。 しか しこれ らのフリジア 語テ レビ放送 は、フリジア 市民 に非

常 に好評であ り、その視聴者の9割 はフリジア 語 の放送 の拡大 を望んでいる。

8.2.2 書 籍

一般書籍 ・定期書籍

 フリジア 語 の一般書籍の発行数は年々減少 している。フリジア 語関係 の書籍 を多 く発行 している編

集社 は 「AFUK」 と 「Fries Pers Boekrij」 の2社 があるが、最近は、書店 において直接販売するよりも

通信販売の方法 を採用 しているという。 しか し一方で古本屋の売上や図書館等での貸 し出 し件数 は年k

増加 してお り、Leeuwardenの 路地裏にはい くつ もの古本屋が軒 を連ね、 またLeeuwardenの 駅前 には

フ リースラント州立のフリジア 語図書館があ り、ここは今までのフリジア 語書籍のほとん どを網羅 して

いるとい う。それはい うまで もな く、フリジア 語の書籍の価格が比較的オランダ語の ものに比べて高 く、

また内容 も多岐 にわたっていないため と考 えられる。



第9章

フリジア 語 をめ ぐ る エ ス ニ シテ ィー

9.1 フリジア 語 の地 位

 前述の通 り教育 において もフリジア 語はオラ ンダの公用語 として社会的に大 きな地位 を与 えられて

きた。 しか し事実上 の社会 的な信用性 はまだ まだオランダ語 にとどくところではない。それはオランダ

人の意識の中におけるフリジア 語へ の劣等視のみではな く、フリジア 人の意識の中に もいまだにオラン

ダ語 と比較 した場合フリジア 語 に対 しての劣等感があ り、それは初等教育 におけるオランダ語とブリジ

ア語の位置付 けに大 きく現れている。つ まり学習の場 においてはフリジア 人であ って もフリジア 語 より

オランダ語 に対 して力を注いで しまうとい う事実であ る。

 またフリジア 語の社会的地位 は州 の中 と外では大 きく違っている。

 州 の中においてはフリジア 語は決 して低 い地位 にある とはいえない。フリジア 語 はフリースランド

州内 においては書 き言葉 として標準化 されている し、また比較的大規模 なレベルにおける出版等の文芸

産業での重要な位置 を占めている。

 しか しそれが州の外部 になる とフリジア 語はほ とん ど社会的地位 を持 たな くなるのである。それは

州外部 の人間 とフリジア 語 との接触が少ない といった問題 として現れる。実際に州 の外部でフリジア 語

と接触 している と考え られる人々は州境 に住 む住民に限 られ、その数 はオラ ンダ人全体 のわず か4%に

しか満 たないのである。つま りここではフリジア 語がオランダ社会 において社会的な地位 を持 たない理

由 として、一般 オランダ人 との接触不足が挙げ られるのである。

 州内の新聞が行 なったアンケー トによる と、州 の外 においてフリジア 語 は肯定的に とらえられてい

る と答 えた人は回答者2400人 中のわずか15%し かお らず、普通 ととらえた人は31%、 そ して5

0%も の人は州外 においてフリジア 語 は否定的 にとらえられている と答 えているのである。1こ れは州

内の住民 に対 して行なわれたアンケー トだ と思われるが、 さきほ ども述べた とお りこの実情は州外 にお

けるフリジア についての教育システムが大 きく影響 していると思 われる。つ まり一般オランダ人に対す

るフリジア に関する情報が教育な どを通 して提供 される必要があるのである。

9.2 フリジア 語話者の言語 に対する姿勢

 先ほどのようなフリジア 語に対する信用性の欠落は、その言語に対する州内の住民であるフリジア 人、

非フリジア 人の学習態度、意識にも原因があるのではないだろうかと考え られる。Leeuwarder Courant新

聞 による先 のア ンケー ト2に おいて もフリジア 人はこの ことを大 きく意識 してお り、事実フリジア 人自

身のフリジア 語 に対す る学習意欲 は減少 して きてお り、そのことはフリジア 語の衰退 におけ る重要な点

であるとされている。つま りこの学習意欲 とい うものはそのままこの言語 に対す る需要 と考 えることが

で き、その需要の意識が大 きくその言語 に対する意識へ と反映 してい ると考 えられる。

1Leeuwarder Courant , Taalbijlage Sizzen en Dwaan,25 Apr.(1991)In:Ytsma(1993)p.38
2Ytsma(1993)p .38
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 またGorter3は このフリジア 語 に対する意識 は各人の言語 的背景 にも大 きく影響 している と述べて

い る。つ ま りフリジア 語 を自らの言語 とするフリジア 人は比較 的この言語 に対 して肯定的な意識 を持っ

ているのに対 して、フリジア 語 に接する機会のない非フリジア 語話者 はこの言語 に対 し比較的否定的な

意識 を持 っている としている。そ してこの関係 はYtsma氏 によれば初等教育 における生徒の意識 にあ

てはめることがで き、非フリジア 人の生徒がフリジア 語 に対 し否定的 な意識 を持 っているのに対 し、ブ

リジア語 に接す ることの多いフリジア 人生徒はフリジア 語に対 し普通の意識 を持 っているとい う事実 も

ある。

 そ してGorter氏 によるとこの言語に対す る意識 とい うのは自分のいる社会 における言語の普及度に

も大 きく影響す る とい う。つ まり、フリジア 語の使われている地域 においてはフリジア 人、非フリジア

人 ともにフリジア 語 に対 し比較的肯定的な姿勢 をとっているの に対 して、逆 にフリジア 語の使われるこ

とのない地域 においては両者のフリジア 語 に対する姿勢 という ものは否定的 になるとい うことである。

 またフリジア 語の ような少数言語 に対 しては社会経済的な地位が高 くなるほど、その言語に対する

意識は一般的 に否定的になる とい う。それは社会の構造 に問題がある。つ まり先の表 にもあった ように

高い レベ ルの教育 を受けている者のほとん どはフリジア 語話者ではな くオランダ語話者である。この こ

とか ら社会の上流階層 を支配 しているものはフリジア 語話者で はな くオランダ語話者である とい うこと

がいえる。 これが何 を意味す るか とい うと社会的影響力 を持つ上流階層 においてフリジア 語話者は少数

派であ り、フリジア 語話者 の社会経済的 な地位が高 くなることはオランダ語話者の反発 を高める結果に

なるとい うことである。

9.3 エ ス ニ シ テ ィ 」

 言語 は一般 的にはコ ミュニケーシ ョンのための道具 としての役割が重要視 されるが 、それ以上に言

語 はコミュニテ ィーにおける内部者 と外部者の区別をつける役割 を も持つ。つ ま りグ ループ における帰

属意識 を表す特徴 であるエスニシテ ィーの一つ と してとらえることがで きるとされる。4

 その言語の特徴がフリジア には大 き く現れている。Ytsma氏 とde Jong氏 は普通フリジア 人のア

イデ ンテ ィテ ィーはフリースランドに住 んでいる、 といった地理的 な帰属意識か ら生 まれる もの として

いるが、 しか し実際 にフリジア 人はフリースランドとい う地 にそのエスニシテ ィーを特徴づけているの

ではな く、む しろフリジア 語 とい う言語 を彼 らのエスニシテ ィーの中心 に位置付 けているのである。

 フリジア 人に とってそのエスニツクグループへの帰属意識 とい うものは 自らをフリジア 人 として意

識 しているか とい う点に大 きく反映す るであ ろう。次の表 はその意識 と自らの使用す る言語 との関係 を

調べた ものである。つま り使用する言語 によって自らの意識 は民族的 な方向 と国家的な方向の どちらに

動 くか とい うデータである。

言語的背景によるエスニ ツクグループへの帰属意識(%)5

フリジア人

(民族的)

オランダ人 と しての

  フリジア 人

オランダ人

(国家的)

フリジア語話者(n=536) 57 40 3

オランダ語話者(n=335) 10 30 60

 こ の 表 か らフリジア 語 話 者 の 半 数 以 上 は 自 ら をフリジア 人 と して 意 識 し て お りそ れ はYtsma氏

とde Jong氏 の い うwe.nessと い っ た 集 団 意 識 を 表 す も の で あ る 。 しか し4割 ものフリジア 人 は 自 ら を

 3Gorter(1989)

 4Ytsma(1993)p.39

 5Ytsma(1993
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フリジア人 とオラ ンダ人の中間 とい った位置においてお り、また3%のフリジア 人 は自らがフリジア 語

を使用す るにも関わらず 自らをオランダ人 とい う国家的な立場 においている0ま た逆 にオランダ語話者

の1割 もが自らをフリジア 人の位置 においてお り、一概 に言語だけがエスニ ック意識に影響す るともい

えない。つ ま り言語はエスニ ツク意識 を定め るもの として地理的条件 などとともに必要 な一要素である

ことにまちがいはないが、それだけでは十分な ものではない と考えることがで きる。

  もう一つの要素 として社会的階級 とエスニシテ ィーの意識(民 族 的意識 と国家的意識 の選択)の 関

係が挙げ られる。Extra and Verhoeven両 氏6に よれば、その結果は州内のオ ランダ語話者 に大 きく現

れ るとい う。それは高級職種 に属する89%の オランダ語話者が 自らを非フリジア 人 としたのに対 し、

低級職種 に属す る人々の50%の みがそ うした意識 を持っている点である。

 これらエスニ ツクな意識 とい うもの は早い時期 につ くられるとい う。次の表では初等教育における

生徒 を対象 とした言語 的背景によるエスニ ックグループへの帰属意識を見てみたい と思 う。

初等教育の生徒 を対象 とした言語的背景 によるエスニ ックグループへの帰属意識(%)7

フリジア人

(民族的)

オランダ人的

フリジア人

フリジア人的

オランダ人

オ ランダ人

(国家的)

フリジア人生徒(n=651) 59 37 3 1

オラ ンダ人生徒(n=483) 2 12 30 57

 この表の結果は真 ん中の2項 目を一つにした場合 そのまま州内の人口全体 を対象に した前ページの表

にほぼ当てはめることがで きる。 しか し大 き く違 うところはオランダ人生徒 の2%の みがフリジア 人へ

の民族 的な帰属意識 を持 っているのに対 しそれが大人 になると5倍 もの割合 になるとい う点である。そ

れ に対 しフリジア 語話者 においては子供 も大人 もほぼ同 じ意識 を持 っていることがわか り、つ まりこの

ことでフリジア 人 は早い うちか らフリジア 語話者 の集団への帰属意識 、つま り州の内部者であるといっ

た意識 を持つ と考え られ、またフリジア 語話者 においてはその使用言語 とエスニ ック意識 との関係が深

い といった ことが改めて感 じられる。

6Ytsma(1993)p .40
7Ytsma(1993
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言語の選択

 先述 した通 りフ リースラ ンドはダ イグ ロシア地域 であ り住民 は一般 にオラ ンダ語 とフリジア 語 を使

い分けている。その言語 の選択 にはマクロな社会 的要素 とミクロな個人的要素が挙げ られ るが、ここで

はその言語の使 いわけの要素について考えてみたい。

10.1 マ ク ロな社 会 的要 素

 フリースランド内 においてフリジア 語 とオランダ語 は伝統的 にダイグ ロアの関係 にあった。ブリジ

ア語 は常に家族 や近所 の非公式 な身内の間で使 われ、オランダ語は逆 に教育の場や公共機 関など公式 な

場で使われてきた。 しか し最近 になってその所 々で使い分け られて きたダ イグ ロシアの二つの言語の関

係 は徐hに バ イリンガルの方向へ と変 わってきた。政府の言語政策 によって公式の行政の場 において も

フリジア語が使 われる ようにな り、オランダ語 は徐 々にフリジア 語 にとって替わ られるようになって き

たのである。 こうしてフリジア 語は州内においてはオランダ語 と同等の レベルにまで地位が上がって き

たのだが、 しか しい まだに州内 においてはそれに逆行する意識 も残 っている。州内におけるフリジア 語

化が されたとしても、フリジア 人の意識の中では公式 な教育、宗教な どの場 においては 自ず とフリジア

語で はな く従来 の公式言語であるオラ ンダ語 を使 おうといった意識がはたらいている とい う。

10.2 ミク ロ な個 人 的 要 素

 す でに度々述べ た ようにほとん ど全てのフリジア 人はバ イ リンガルであ り、彼 らは第二言語である

オランダ語 をも流暢 に使 い こなすのだが、彼 らは個人的な レベルにおいてこの2つ の言語 をどの ように

使い分けているのであろ うか。

 非フリジア 語話者への アンケー トによるデータによれば、8%の 人がフリジア 人は 自分達 との会話

をフリジア 語で はな くオラ ンダ語で はじめる としてい る。 またフリジア 人にフリジア 語で話 しかけられ

たとするうちの47%は 、フリジア 人は途中でオランダ語 に切替 えたと している。 これはどうい うこと

か とい うと、オ ランダ語 は支配的な地位 にある言語であ り、相手がフリジア 語 を話 さない とわかった時

点でフリジア 人 はす ぐにオラ ンダ語 に切 り替 える とい うことが考 えられる。

 見知 らぬ相手 との会話 におけ る最初 の段階では、フリジア 人は相手がフリジア 語 を話す人なのかそ

れ ともオランダ語 しか話 さないのかはわか らない。その ような場合多 くのケースにおいては最初neg・-

tiation of identitiesと いわれるような相互的に特徴 を確認 し合 う過程が とられるのである。つ まり両言

語に共通性 を持つ挨拶のこ とばで会話を切 りだ し、そ して相手側の言語 による反応 を見 るのである。 ま

たはフリジア 人 によって多 く使 われている簡単で安全な例 と しては、見知 らぬ人 に対 しては、まずオラ

ンダ語で話 しかけるとい うことがある。 しか しその結果フリジア 人同士がオラ ンダ語で会話 を している

とい うこともあ りえる。
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 そ して稀 な例 と しては相手が オラ ンダ語話者であ るとわかっていて もオランダ語 とフリジア 語を並

行 して使 ってい くことである。 しか しこのようにフリジア 人がオラ ンダ語話者 に対 し2言 語を並行 して

使用 してい くとい うのは何 らかの形でそ こにイデ オロギーを与 えている場合が多 い と推測 される。つ ま

り言語 の差異 を主張す ることでそ こに何 らかのフリジア 人と してのアイデ ンテ ィテ ィーを主張 している

のではないかと考 えられる。

  しか し一般的 にい うと彼 らは 自動的 にオランダ語話者 に対 してはオランダ語 を選択 して使用 して し

まう。それはただ単 に彼 らの意識が 自動的 にそ うするのであ り決 してオランダ人のフリジア 語の不理解

がそ うさせ るのではない。彼 らは心底にオランダ語社会 においてフリジア 人 としての自分以上 に自分自

身その ものを主張 したい といった意識があ り、それが 自動的 にオランダ語 を選ばせるともいわれている。



第11章

言 語 維 持(Language Keeping)

 前章ではフリジア 語 をめぐる環境 の整備、意識の整備 といった肯定的 な面か らの言語の維持状況 を

みて きたわけだが、フリジア 語 の周 りには肯定的な環境 だけが存在す るとは限 らない。ここではブリジ

ア語の言語移行、言語消失 といったネガテ ィブな方向からフリジア 語の言語維持 について考えてみたい

と思 う。

11.1 言 語 の 移 行(Language Shift)

 古フリジア 語の時代か ら長 きに渡って生 き続けてきたフリジア 語 だが、ここ100年 は まもな く消滅

して しまうもの としてとらえられてきた。近代 に入 りフリジア 語 はこれまで にないほ どの危機に襲われ、

ここ数十年 の間 には、州内へ大量の非フリジア 語話者が入ってきたことによ りフリジア 語話者 の比率は

大 きく減少 したのであ る。州内において15世 紀 には人 口の71%がフリジア 語 を家庭語 として使 って

いたのにも関わらず18世 紀初頭には59%へ と大 きく減少 している。

  しか し1955年 か ら1980年 にかけては前述の ようにStellingwerven、 Biltを 除いて州内の

フリジア語話者の絶対的な数は294600人 か ら306000人 へ とす こ しずつ増えは じめて きている。

 世代 を超 えた言語話者の絶対数の維持 におい て最 も重要な要素は、家族 におけ る言語 に対する姿勢

である。従来 このフ リースランド地域では異 なる言語を使用す る夫婦はほ とん ど存在 しなかったとされ

る。つ ま り婚姻はほ とん どが地域内の、お互い にフリジア 語を解す る男女 間によってのみ行 なわれ、異

言語話者 との混血 とい うものはこの州内 においては存在 しなかった。 しか し18世 紀 に入 ると、夫婦の

5分 の1は 言語 的に見て多言語、つ ま り夫婦の どち らかは非フリジア 語話者 とい った状況が出てきた。

このこ とによってこれ まで言語を守ってい く上で重要な役割を果た して きた 「家族」の役割が徐 々に変

わって きて しまったのである。言語的に見 て単一的である夫婦、つ まり夫婦の両者がフリジア 語話者で

ある場合 、96%は その子供 に対 して もフリジア 語によって話 しかけてお り、その ことによって子供の

母語はフリジア 語 とされるのに対 して、夫婦が異 なる言語 を使用す る場合 においてはフリジア 語話者で

ある父親、母親 はそれぞれ62%、55%で の割合で しか子供 にフリジア 語で話 しかけ ない といった現

実が出てきた。 したがって異なる言語 を使 う夫婦 の子供 に対 しては、他人が家庭外の環境 においてブリ

ジア語で話 しかける しか な くなって しまったのある。

11.2 言 語 消 失(Language Loss)

 フリジア 語 を と り巻 く問 題 に は も う一 つ 言 語 消 失(Language loss)が あ る 。 そ れ は よ くDutchfica-

tion(オ ランダ語化〉といわれるものであ りフリジア 人のフリジア 語能力は少 しずつ低下 して きている。

フリジア語のオランダ語化 における研究 は最近 になって始め られた ものであ り、この研究はあらゆる面

におけるフリジア 語 のオラ ンダ語化 を確証 してい くものである。 しか しブルーカー(Brueker)に よれ

ばフリジア 語 のオラ ンダ語化 は全 ての面 においてな されてい るものではな く、文法的な面 よりは言語の
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語形 、形態の面 において著 しい とされてい る。つ まり文法 よりも名詞な どにおいてオランダ語化 は進 ん

でいるとされてい るのであ る。

 その例 としてフリジア 、オランダ両言語には指小辞(diminutive)と いわれる接尾辞があ り、卵はそ

れぞれaai、 eiで あ り、小 さな卵 はそれぞれaai-ke、ei-tsjeと なるのだが 、フリジア 語 におけるそ

の指小辞はオランダ語化 され、最近ではaai-tsjeと い うように変化 してきてい る。

 また名詞内 におけ る二重母音 も大人 を中心 とした話者 によってオランダ語化 されて きている。

  しか しこれ らの変化 は可能性 としてオランダ語 の影響 を受ける とい った外部的要素の他 に、 自らの

変化 による内部的要素 と しても考 えることがで きる。それ を実証 したのはフェイツマ(Feitsma>で 、彼

女の行 なった研究 において最 も言語的に変化 のあったのはオラ ンダ語 との接触が都市 と比べて比較的少

ない地方 におけるインフォーマ ントであった。つ まりこのことはフリジア 語の変化 はオランダ語の影響

による外部的な ものだけではな く、 自らの内部的な ものによる要素 も含 んでいる ことがわかった。先の

データでフリジア 人 はフリースラ ント州の外 に出る と、自分達 の言語 を話す機会はほとんど持 たな くな

り、また簡単にエスニシテ ィーを失 うとあった。確か にこの ような柔軟 な性格 はフリジア 人だけで なく、

オランダ国民全体 に共通する ものであ り、オランダ人の長所で もあ り、短所で もあ ると度々指摘 される

が、少数言語の視点か らいえばフリジア 人のこの ような性格はフリジア 語を全体的 に言語消失への方向

へ と辿 らせ るものであ り、エスニ シティーの消失が言語の衰退 を促 し、民族文化の象徴である言語の衰

退はエスニシテ ィーの衰退 を促す とい うふ うに悪循環 をもた らす ものである。そのため次の第4章 、そ

して最後の第5章 で考察する 「言語政策」はフリジア 語には重要なものであることが、この部か らははっ

きりと見 ることがで きた。

 そ して、 ここでいやがお うで も改めて考え させ られるのは、オランダ政府のバ ツクアツプを受け待

遇的には ヨーロ ッパ、いや世界の中で も最高の ものを得 てい る類 に入 るであろうフリジア 語 であるが、

その言語が少数言語である限 り、マジョリテ ィー言語 による影響 、また 自言語内 における変化に よる言

語消失 は避けるこ とので きない道であるということである。少数であるがゆえに彼 らは内部か らの強い

力 を必要 とし、その内部的 な力である話者のエスニシテ ィーを失 うことはこの言語 を、他の主要言語の

中で無力 として しまい、いわば風車 に向かうドンキホーテ と化 させ て しまうのである。

 この部を通 して、少 しずつその姿が見 えて きたフリジア 語であるが、次の第四部での 「言語政策」に

関する検証 を加 え、最終的な論は詳 しく第五部で論 じてみたい。



     第IV部

オランダのフリジア 語言語政策



第12章

は じめ に

 前の第三部ではオランダのフリジア 語 を検証 の絞 り込んだ対 象 とし、この言語 と個人、言語 と社会

といった視点か ら、この言語の 「実情」 とい う点を追求 して きた。それを受けてこの第四部では、今の

「実情」が作 られて きた過程 を歴史、 また政治 の観点か ら見 てい きたい と思 う。

 つ まりフリジア 語 は先 にも述べたが、世界の少数言語の 中での比較的優遇 された立場 にある といえ

る。 しか しこの地位 も自ず と与え られたのでは決 してな く、長い間のフリジア 人 と非フリジア 人の対話

か ら生 まれて きた結果 なのである。この部では、まず戦後史の上のフリジア 語が、現在の言語政策によっ

て守 られる形 まで近付 いて くる過程 を歴史 を追 って観察 し、今 ある姿の背景 を把握することでより深い

フリジア語言語政策への理解 をはか りたいと思 う。また今 までの流れを見ることで、今度 はそのながれ

の先 に見える、これか らのフリジア 語言語政策のあるべ き姿 について も、第5部 に繋げ る形で見てい き

たい と思 う。

 また歴史の上だけではな く、この部では本格的に 「政策」 とは何か とい う点か らもフリジア 語言語政

策 を見てい きたい と思 う。フリジア 語話者、フリースラン ト州政府 、オ ランダ政府、EU内 外のグルー

プな ど、フリジア 語 を囲むシステムは政治的に見た場合多 く、その各 システムのバラ ンスの中でブリジ

ア語言語政策 は作 られてい くのであ り、このバランス をみてお くことが、他の少数言語のケース を別に

考える場合、大 きく参考 になる と考える。言語政策 には政治学上、独特のスタイルがあるのかもしれな

い。その辺 をこの部で は少 しで も見つけることがで きればと思 う。



第13章

オランダのフリジア 語言語政策の流れ

13.1 年 表

19世 紀

20世 紀

1907年

1930～20年 代

1937年

「ロマン主義の影響 を受けフリジア 運動が起こ り始める」

上記の動 きが盛 んになって くる

「州政府が課外活動 と してのフリジア 語教育に対 して行政側か らの援助 を行 う」

「フリジア 運動 がフリジア 語教育の初等教育における正式なカリキュラムを要求」

「方言 としてのフリジア 語 を教育 において扱 うことがで きる ように教育法が改正」

1951年11月6日

1951年

1953年12月3日

1955年

1956年5月11日

1970年

1972年

1981年

「Kneppelfreed (Leeuwardenで の暴動事件)」

「Report of Provincial Adovisoly Commitee」

「内閣がフリジア 言語、文化 に関す る立場 を表明」

「初等教育における本格 的なフリジア 語教育がは じまる」

「フリジア の言語、文化 に関する法律の施行」

「内閣諮問委員会であるVan Ommen委 員会がフリジア 言語政策 レポー トを発表」

「国会でVellenga氏 らを中心 に、国会の方向性が示 される」

「内務大 臣と法務大 臣を中心 にフリジア 語委員会 を設立」

13.2 Kneppelfreed(Cudgels Friday・ こ ん 棒 の 金 曜 日)

  1951年11月6日 。 この 日は現在の オラ ンダ ・フリジア 語言語政策 を考 える上 で忘 れるこ と

ので きない大切 な一 日であ る。 この 日フ リースラ ン ト州 の州都Leeuwarden(Ljouwert)で 起 こった 「

Kneppelfreed(Cudgels Friday)」 はフリジア の歴史 には珍 しい暴力の一ページであ り、私はこの 日をブ

リジア現代史の始 ま りにお きたい と思 う。

 この事件 の発端は、ある交通事故 を扱 った裁判 にて、裁判官がフリジア 語話者である被告人に対 し、

法廷でのオランダ語の使用 を指示 したことには じまる。先の第3部 で も述べた ようにフリジア 語は歴史

上長い時 間をオランダ語 と共 にす ごし、常 にこれ ら2言 語は比較 されることで、「権威」は常 にオラン

ダ語に与 えられて きた。つ まり儀式、宗教活動、行政活動な どの高級活動 といわれる、我々の日常か ら

は一歩進んだ場所 では、フリジア 人は自分達の第一言語であるフリジア 語 ではな くオランダ語 を使用す

るのが常であ り、この事件の発端である裁判の法廷 で もオラ ンダ語をフリジア 語 の代 りに使用すること

は、フリースラン ト地域で はいわば慣習であ ったことであ る。

  しか し、この裁判 を傍聴 していた有名 なフリジア 語詩人、フェツデ ・シューラー(Fedde Schurer)は 、

フリースラントで行なわれている裁判において、裁判官がフリジア 語 を理解 しないことに大 きな憤 りを
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感 じ、彼 は裁判官 を雑誌上でひどく非難 しそれを出版 して しまった。 このことで裁判官 を違法 に侮辱 し

た、と彼 は法廷侮辱罪 に問われることとなったのだが、彼のコラムを読 んで 自分達の従来の慣習制度 に

大 きな疑問 を感 じた人 々は、事件 の当 日に当たる11月16日 、シュラーを守るために、そ して 自分達

の言語 を守 るために、州都Leeuwarden(Ljouwert)の フリースラ ント州裁判所(Palace of Justice)前

広場 に集結 した。

  しか しフリジア 人の性格 は、オランダ国内で も有名なほど、おとな しく、また平和的であ り、このデ

モ もフリジア 人のそれ らの性格 を表す ように、穏やかに行なわれた。 しか し群衆 を押 える警察側は彼 ら

をこん棒 によって鎮圧 しようとしため、この事件 は大変な混乱 を伴 った集会 となって しまうのである。

当時7歳 であったvan Weringh氏 はこの事件の時のことをこう語 っている。

私は当時7歳 であったが今で もKnepPelfreedの ことはよく覚えている。当 日父 は私 をデモ

に連れてい ったのだが 、強 く覚えてい ることは、大 きな馬に乗 った警官達が長 い警棒 を振

り回 していた ことだ。 もう何十年 も前の ことだがその ことは今 で もはっきりと覚えている。

‐(Reinolde van Weringh)

 この文書 は直接彼か ら頂いた電子 メールの引用であるが 、van Weringh氏 の手紙 のこの一文は、当

時のフリジア 人側 と中央政府側の事件の とらえ方、そ して両者の性格 をうま く表 しているように思 える。

 フリジア 人側 は、氏 の父親が7歳 の小 さな息子 を連れていったように、この集会 を暴力的にすす ま

せるつ もりは全 くなかった と思われる。実際にこの事件の時 に、彼 らが暴力 に乗 り出 した という事実は

ない もの と思われる。 もし危険が感 じられる集会であったならば、彼の父親 は小 さな息子をわざわざそ

の場 に連れてい くことは しなかったであろ う。

  しか しそのような平和的なフリジア 人 に対 し警察側は、馬に乗 り警棒 を振 り回 してむかって きた。つ

まり政府側 は、思 わぬフリジア 人の集会 に、それまで周辺国の少数民族の起 こす数々の事件 を見て懸念

していたであろう、彼 らの民族意識を目のあた りにし、恐 ろ しさに慌 て、混乱の中に事件 を とらえて し

まったのだ と思われる。

 とにか く、この事件 はフリジア 人の間だけではな く、オ ランダ全 国の人kに 大 きな衝 撃 を与 える結

果 を もた らし 「こん棒 の金曜 日(Cudgels Friday=Kneppelfreed)」 と して以降フリジア の言語 、文化

の権利 を求め る動 きに火 をつけていった。実際 にこの事件 を機 にフリジア 語の権利 を求める動 きは盛 ん

にな り、フリジア 語の司法 、行政面での地位 もそれ と同時に向上 してい くこ ととなる。 またそれだけで

はな く、この事件 は一般 のオ ランダ人に対 して も、これ まで意識することのなかった、オランダ国内の

「フリジア 人」 といったマ イノ リテ ィーグループ の存在 を認識 させ るもの となり、「フリジア 語」の存在

がオランダ国民の中で、一方言話者集団か ら一少数民族へ と変わってい くきっかけをつ くり出 したにち

がいない。

13.3 Rep0rt 0f Pr0vincial Ad0vis01y Commitee・ 内 閣 の 立 場

    表 明

 オランダの行政はThe Hagueに ある中央政府 と全 国に13あ る各州の地方政府 によって行なわれて

いる。フリジア 語圏であるフリース ラントもその州の うちの一つであるが、上記のKneppelfreedの 直

後 、中央政府 はフリースラント州政府 に対 し 「Provincial Adovisoly Commitee(州 諮問委員会)」 の場

において、フリジア の言語 ・文化 に関 して何 らかの対処 を行 なうよう、文書 を通 して指示 を行 なうてい

る。 しか しこの文書で は明確 な方針 は述べ られてお らず、州政府側 として もはっきりとした動 きをとれ

ない ものであった。

 このころの内閣 を中心 とした中央政府の立場 としては、フリジア 語は方言の域 を脱 していない もの

としてとらえてお り、その方言を司法 、行政の場で使用す ることを認め るとい うことは、他の方言に対

して も 「法 の前 の平等 」といった意味で考慮 を要するこ とであ り、公式な声明 においてはっきりとブ リ

ジア語 の地位 を しめす ことは非常に困難なことであった。 しか し1(nepPelfreedに 表れるように、ブ リ
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ジア語話者の要求の声 は爆発寸前の ものであ り、フランスのブルターニュ、イギ リスのウェールズ、ス

ペ インのバスクの ように他 の少数言語地域で暴力的な動 きが起 こっているの を背景に し、中央政府 も何

らかの立場 を表明せ ざるを得 ない状況 におかれていた。

 それが1953年12月3日 、内閣が発表 した 「フリジア 方針表明」であ り、ここではフリジア 語の

行政面での使用 に関する件が書 かれている。

 ・法の平等 と国家 の統合 の名の元 にフリジア 語の行政面 における 「話 し」「書 き」言葉 としての役割

  を認める

この文はあ くまで も飾 りの域 を越えた ものではなかったが、この後 しば らくの間この方針 は、法律の制

定 などのための指針 とされてい くことになる。

13.4 フリジア 語 に関 す る法 律

 上記の内閣方針表明の3年 後である56年5月ll日 、つい にフリジア 語は法律 によってその地位

を認め られ るこ ととなった。この法律 はこれまで裁判所ではその使用が慣習的に認め られていなかった

フリジア語 に、あ る一定の範囲で、その使用 を認める といった もので、2年 前の内閣方針 をはっきりと

成文化 したものであった。

 これによってフリジア 語話者 は自分達 の言語で裁判を受けることが可能 とな り、Kneppelfreedの 原

因 ともなった問題 は一見解決 されたように見えたのである。

 だが実際 には どうであるか とい うと、この法律 も、まだまだ飾 りの役割 を越 えた ものでは決 してな

く、行政面においては州内の中央政府機関では まだまだオラ ンダ語が使 われてお り、また州政府 の文書

も中央政府 に対 して提 出す るものはオランダ語で書かれ るな ど、法律 の施行 とい う言葉か らは程遠 く、

また司法面 において も、裁判の法廷内においてのフリジア 語使用は認め られたが、裁判官が、法廷内に

一人で もフリジア 語を理解 しないと思 われる ものが出席 してい ると判断 した場合 は、その使用は認め ら

れない といった条件付 であった。

 つ まりまだ まだこの段 階ではフリジア 語の使用環境 は完全 に整 った とい うわけではなかったのであ

る。 しか しこのころ教育 の分野で新 しい教育法が施行 され、次のことが実現 されるとい う成果があげ ら

れた。

・初等教育のはじめの3年 間におけるフリジア語の教育が許可される

・新 しく80のフリジア 語 ・オランダ語バイ リンガルスクールが設立 される

しか しこれ も、フリジア 語の維持 といった ような意味ではな く、教育 を行 なうことによって彼 らの第一言

語であるフリジア 語か らオ ランダ語へのスムースな変換がで きるようになることが、その目的とされた。

13.5 Van Ommen委 員会(国 立フリジア 語 政 策 委 員会)

 法律 は整 った。 しか し実 際にはどうなのか とい うと、先述 の通 り56年 の法律制定 はフリジア 語保

護iの動 きにおいて大 きな一歩 とはなったのだが、その後実際にフリジア 語 が公式 な場において広 く使 わ

れるよ うになった とは言えなかった。そのため1969年 前後 にはその苛立 ちか らフリジア ではい くつ

かの動 きが起 こっていた。

・フリジア 主義 を掲げ るフリジア 民族党が、66年 に州議会で2席 獲得

・州政府がフリジア 語促進のための特別予算をあてる

・ 州内でハーグの中央政府 に対するフリジア 言語 ・文化の苛立ちが成長 してきた

・68年 に国会で言語保護のための予算を求める意見が出た
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・上の発言に応えて文化大臣が州政府にいくつかのプロジェクトを提案するが、動 きはなし

・68年 にフリジア運動会議が中央政府に対 して 「第二言語の地位」を強 く要求

・68年 に国内で学生運動が起 こる

・68年 に国外 のブ リュターニュ、ウェールズ、バ スクといった地で少数民族が暴動 を起 こす

 これ らの要因 むあ り、中央政府 はフリジア 問題 に関 して上辺だけではな く、本格的に一歩 を踏み出さ

ざるを得 ない状況 に陥 られた。そ うして作 られたのが、内閣の諮問機関である国立フリジア 語政策委員

会、通称Van Ommen委 員会であった。 この委員会では53年 の内閣のフリジア 語 に対す る方針 を受

けて、これれ らの本当の実用化 に向けて検討 を開始 し、内閣の方針表明では不 明確であった点を改めて

詳 しく示 した レポー トを発表 した。

・1:オ ランダの文化生活 の中 には地域の文化ア イデ ンティテ ィーを持つ、地域文化がい くつか存

 在す る

・2:言 語は文化の基本的な特徴である

・3:オ ランダの文化生活の中にはフリジア の文化を明示するフリジア語が存在する

・4:フ リ ー ス ラ ン ト州 は バ イ リ ン ガ ル で あ る

 この レポー トにおいて大 きく発展 した点は、中央政府が公式 にオランダ国内に複数 の文化が存在 し、

またその多文化社会 の中にはフリジア 語が存在 していることをはっきりと認 めた点である。 これまでオ

ランダ国内においてフリジア 語はあ くまで もオランダ語の 「方言」であ り 「言語」ではなかった。 しか

し委員会のこの レポー トによってフリジア 語 をはっ きりとオランダ国内に存在する言語 として認めたの

である。また レポー トの4項 目で定義 されたようにフリースラ ント州がバ イリンガル地域 とされた こと

によって、オランダそのものがバイリンガルである とい うことが示 されたといえる。

 この委 員会の レポー トは内閣か ら支持 され、内 閣は新 たに州市 町村 などの地方政府 によってブ リジ

アの言語、文化 を保護 させ ることを示 し、同時 に国家 によるフリジア 言語、文化 の保護 をも表明 したの

である。

13.6 国 会 でのフリジア 語 に 関す る発 言

 1972年 、国会ではVellenga氏 らを中心 に、フリジア 問題 に関 して、国会が なさなければな らな

い方向性が提示 され、その方針 は実際 に国会の対フリジア 方針 として採用 された。

・ 国会 はフリジア 文化 が、オランダの文化の一部である ことを認 め、十分 な文化政策 を進めてい く

 資格があることを主張す る

・ 国会 はこの文化 と言語が、実際 に話 され、そ して理解 されている確立 したものであることを主張

 す る

・ 国会は政府 に対 し、フリジア 語の教育面での法的 な可能性 を広げ、またフリジア の文化 ・言語 に関

 す る機関 を経済的 に支援 してい くことを要求す る

13.7 州 政 府 側 の対 応

 この ような流れを受けてフリジア の言語 ・文化は、中央機関の省庁によって も大 きく支援 されること

となり、彼 らの指示の もとに 「州政府 」によってフリジア の利益 は十分 に保証 されるように、新 しいブ

リジア語保護 を目的 とした行政システムは作 られた。
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 ただ この 「指 示」 に関 してだが、オランダは他のベ ルギーやス イスの ような国 と同 じように、州政

府 にも大 きな 自治権 を与 えてい くことで、連邦制 まで はいかな くとも、非中央化 の方向性 を辿ってい

る。 これは 「非中央化」(decenterization)と 「解放」(emancipation)と いわれ、オランダだけでな く

EU内 の多 くの中小国家が とりは じめている方針であるが、フリジア の問題 は州政府 におまかせであっ

てはならないと、私は思 う。詳 しい点 については第五部で述べるが 、最近 のフリジア 言語 ・文化の状態

はKneppelfreedの 頃のように 「熱 く」 はな く、先 にも述べたが、言語 を維持 してい くためには話者の

意識改革が必要 なほ どである。そのため、フリジア 文化 を擁護 してい くためには州政府 だけではない、

中央政府 の政策が必要であり、この ことはフリジア 人か らの圧力 によって始 まったフリジア 問題 として

扱 うと、大 き く矛盾す る点 もあるが、とにか くフリジア 語 は今、外部か らの擁i護が必要 な一面があるの

は事実である。 この 「中央化」 と 「非中央化」のバランスはここで は大 きな問題点 となっている。

 話 しは元 に戻 るが、フ リースラン ト州政府はオランダ語 とフリジア 語の権利 を平等 に扱 うような形

で 、州内のフリジア 語間題 に対応 してお り、また同時 に、国際的 な少数言語保護の標準 である 「Arfe'

Report」 を採用することで、行 政上の 目標 としている。

13.8 フリジア 語 委 員会

 以前に紹介 した通 り、70年 代 までのフリジア 語関係政策 は 「Van Ommen report」 がその基盤 とさ

れていたが、これはその前の内閣のその場 しの ぎの方針 をそのまま成分化 して出 された ものであったた

め、はっきりと した国家側のフリジア 語 に対する枠組が出 されていなか った。 またそのため行政面にお

いて も方針 の徹底 は難 しく、また中央政府 によって一方的に作 られた ものであったために当事者のプリ

ジア人側 の意見が うま く反映 されてお らず、フリジア 人側か らは不評であった。その ような背景を受け

て、81年 に作 られたこのフリジア 語委員会では、それらの行 政面でのフリジア 語使用 を拡大 し明確化

することがまず求められ、またフリジア 人側の意見 も採 り入れ られる努力が はか られた。

  85年 には 且agueの 中央政府 と フリース ラントの州政府間での協議が行 なわれ州内でのフリジア

語 とオランダ語 の地位 の平等化が本格的に進め られることで、最終的に次の ような方針が レポー トとし

て出された

・市民 と政府の間 における、また司法面におけるフリジア 語 の使用 を妨害す るものは取 り除 く

・政府機関、役人、そ して司法に よって 「話 し ・書 き」言葉が オラ ンダ語 と同 じように使 われるこ

 とを擁護 し促進す る

 この方針は実際 には州政府会議 によって明示 されることになるが、その後、従来の53年 の内閣表

明、そ して56年 の法律 に代わって新 しいフリジア 語政策の基盤 とされるこ とになった。委員会の存続

はそれ以降 も続け られてお り、現在 もフリジア 言語政策の指標 とおかれているのはこの委員会の85年

レポー トであ り、協議は今 も改善 にむかってす こ しつつ行 なわれている。



第14章

残 る問題点

  85年 のフリジア 語委員会 レポー トによって、フリジア 文化 に対す る、国家 としての姿は具体性 を

増 し、また実際にフリジア 語の行政、司法面での環境 は改善 されて きている。このように政治面か らの

フリジア語へのアプ ローチ は順調 にすす んでいるものと考えてよいであろ う。

  しか し、先述の ようにフリジア 語の問題は、州政府 レベルだけでの問題ではな く、中央政府が責任 を

もって対処すべ き、国家的な文化問題なのであるが、オラ ンダの採用 している行政体制ではどうして も

やは り、フリジア 語 の問題 は、中央政府 と州政府 とに跨った上での対処 となって しまい、それはオラン

ダの政治体制上の上下関係が、そのまま問題その ものの上下関係 に重 なって しまい、問題 だけを客観的

に対処す ることを難 しくしているのではないだろうか。つ まり政治体制が 「お上」からの指導によって

構成 されているのであれば、その中で対処 されているフリジア 語の問題 も、オランダ語話者か らの ブリ

ジア語話者対 する一方的な上下関係 による解決 を生 んで しまう恐 れがある。

 そのため この問題 は一般 の行政問題 としてではな く、国家問題 として、オランダ語話者側 とブリジ

ア語話者側が同等 な立場で協議することが求め られる。 このことは次の部で も、政策 を立案 してい く上

での政治体制の形の重要性の もとに、考察 している ものである。この点に関 しては第5部 でゆっ くりと

ま とめてみたい と思 う。



第V部

これか らのEU及 びオランダの言語政策

     について考 える



第15章

は じめ に

 この第5部 では、第二部 で調べたEU欧 州連合の言語状況(特 に少数言語状況)の 実情及び これ ま

での流 れ、第三部そ して前の第 四部 でまとめたオラ ンダ ・フリジア 語の言語状況 、言語政策の実情及び

その流 れを踏 まえた上で、最終的 な 「まとめ」であるこれか らのEU欧 州連合 における言語政策の姿を

検証 してい くつ もりである。

 また最終的な検証 に行 く前 に、各部の内容 を思い返す意味 で、 もう一度 「各部の まとめ」を見直 し

てみたい と思 う。こうしてペーパー全体の像 をもう一度最検討することで、最終的 な目的である 「政策」

のビジョンを立 てやす くしてみたつ もりである。

 このペーパー を通 して常 に最終的な ビジョンと していたのは、「多文化 が共生 で きる空間の作成」 と

いうことであった。空 間の移動が、技術 の発展 によって容易 になった現在 、国際的 に社会は一見複雑 に

なった。 しか しチ ャップ リンの言葉に もあ るように

 we have got a speed but we have shut ourselves in,

我 々 は(空 間 、 時 間 の 中 で)速 さ を 手 に入 れ た 。 しか しそ の こ とで 我 々 は 自分 達 を(殻 に 〉

閉 じ込 め て し ま っ て い る 。 一-(C.Chaplin:映 画 「独 裁 者 」 よ り)

 我 々人類 は自分達の技術の発展 によってこれ までの空間 と時間の概念 を大 きく変化 させた。そのこ

とは、人類全体の相互理解 をつ くりだすための財産 として非常にプ ラスの価値 を持つ ものであるが、一

方で人の移動が 自由になったことで、世界各地 には、他民族 との接触機会原 因となって多 くの摩擦が生

まれるようになった。各地の民族紛争、また日米 の経済摩擦 もが、見方 を変 えれば、お互 いの経済文化

を理解 しない ことか ら生 まれている文化摩擦 といえるのか も知れない。そ ういった状況の中で、各民族、

エスニツクグループが 「共生」で きる真 の均 衡システムを考 えてい くことは、非常 に大切 なこととなる

であろ う。

 このペーパ ーでは世界 の中で も、この 「文化共生」の方向にもっとも進 んでいると著者が考 えた、E

U欧 州連合 、そ してその中のオラ ンダの言語政策 の例 を採用 し、この地域 におけ る実際の言語状況、そ

して言語政策 を検証す ることで、なん らかの ヒントを得 ることがで きれば と考 えて きた。その検証の結

果 を次 にまとめてみた。

15.1 ま と め

15.1.1 EUの ス タ ン ス か ら

 第2部 では、EUの 少数言語 をめぐる環境 をみて きたのだが、今回の研究の範囲においてはEU内

の言語的傾 向は、結局、多数言語 をリンガフラ ンカとしておいた上での多言語主義 にならざるを得 ない

こ とがわか った。今 回のペーパーで選んだ、統合の要素 は 「経済」の範囲に限 っていたが、現在の統合
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レベル まで達 したEUで は、この経 済的 なものの他 に、軍事、社会、技術 な ど、多 くの要素が混在する

はずである。それ らすべ てが言語 にとっては変化 をもた らす要素 であ り、それは少数言語 について も同

じことである。

 政治面 においてEUは 、その基本 的な概念である 「多言語主義」 をつ らぬ き、最低 で もEU公 用語

の範囲における活動 は約束 している。 しか し、実質的な面ではEU政 府内のリンガフランカと もいえる

EU作 業言語 に多 くをまかせている状態であ り、 これか らの拡大に伴い このままの形を維持 してい くの

は、コス ト的に も大 きな負担 となるはずである。

 一方で、文化、ア イデ ンテ ィティーをもたない とされる 「エスペ ラント語」のような言語の起用 も考

えられているはずであるが、コミュニケーションの目的 を持つ言語 を、人工的に新たに作 るには、言語

の本来の意味上、多 くの困難を伴 うはずである。実際にその ような言語の作成が行 なわれた として も、

その基本 になる言語 はゲルマン系 の言語なのか、ラテン系 の言語なのか という問題が、貨幣の名前 を決

めるだけで も多 くの論議 を伴 うEUで は、必ず起 こって くるであろ う。

 つ まりEUの 言語政策 において、現実を見据 えていえることは、多言語の起用 を促す ものではな く、多

言語を尊重 し、維持する レベルでの活動 を重視すべ きであるということである。その上でMERCATOR

のような民間 もが主体 となっている、少数言語の存在 をア ピールす る動 きをサ ポー一トしてい くことが重

要 になって くるのではないだろ うか。

 この場合大切 なこ とは2つ ある、と私 は考 える。それ らは

・ 「官と民が協調 した形での活動」

少数言語の ようなエスニ シテ ィーを維持す るには、一方的な政治活動 だけでカバーで きる もの と

で きない もの とがある。EUの 少数言語 を擁護す る活動 においても、官の ものはあ くまで も方向

づけを行 なうもので しか な く、実際に大 きな効果 を持 たせ るのは民 間の意識 による活動ではない

か と私 は思 う。 また これらの問題は利益上の当事者である少数言語話者が一番事情 を把握 してい

るはずであ り、彼 らの意識 による動 きな しには大 きな効果 はあげ ることがで きない。 また官 と民

が相互 に理解 し、ヨーロツパ主義 を踏まえた上での地域主義 を尊重 してい くことによって、EU

の統合上、重要 な、言語上の文化摩擦は避け られ るものである。

その上でオランダのFryske Akademyの ような形での機関 は評価すべ きものである。 この機関は

オラ ンダのフ リースラン トにあ り、この地域のフリジア 語の擁護 を中心 とした活動 を行 なってい

るが、その範 囲はフリジア だけに留 まらず 欧州各地の少数言語 を対象 とした擁護活動 のサポー ト

をも行 なっている。

一方スペインバスクの 「BTA」
、ア イルラ ンドの 「IRA」 な ど、当事者の一人歩 きが激 しい形

では、自分 たちの利益 だけ を主張 した、過激 な方向 に進まざるを得 な く、周 りと協調 した形 の地

域的民族主義 ではな くなって しまう。そのため にも官民が協調 した形 での活動が必要 となって く

るのである。

・ 「社会的な意識、理解を高める方向性」

次 に重要なこ とは、活動の公共化である。少数言語 を擁護 してい く上で、その話者集団だけを対

象 としていたので は、社会 における少数言語の立場 は変 わることはないであろう。つ ま り大切な

こ とは、少数言語 を使 う人間だけではな く、周 りの人間 にも、この ようなマイノリテ ィーの存在

があ ることを意識 させ ることであ り、それだけで も社会 におけ る少数言語の立場は良い方向に大

きく変 わってい くはずである。

その点 、MERCATORに よる広報活動 による周 りへの理解 を追求する形 は大切 なものである。社

会的に差別 された形 を変 えない限 り、少数言語話者であることは大 きな不利益 を被 り、言語その も

のの維持 も難 しくなって くる。 このよ うな形 を変えるためにも一般 の理解が何 よりも重要 となっ

て くるのであ ろう。
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 ここまで私が研究 を進 めて きた上で強 く実感せ ざるをえなかったのは、「言語政策」 をEUと いった

広い範囲で シュ ミレーシ ョンしようと考 えるにあたって、上記の レベル、つ まり民間から始まる 「政策」

しか、現実的 に見 た場合 、実行 は難 しい とい うこ とであった。

 その原因 を私は考 えてみたのであるが、それはEUが その下位 にいまだ持 つ、国民国家 の意識構造

であった。確 かにEUの 設立は近代 から続いたそれ らの旧概念 にメス を入れる、大 きな一歩であったが、

い まだ加盟国内の大国が抱えている 「国家」の思想 は、私の頭の中の 「理屈 のEU」 を越 えた、言語政

策上の難 しさを実感 させ る ものであった。

 EUの 加盟国でも、オランダ、ベルギー、スイスのような小規模 国家では、 EUの 思想 を最大 に採 り

入れ、「地域 の原則」 を言語政策上で も採用 した、連邦制、 自治制な どの 「非 中央制」が推め られてい

る。それは私 の 「理想のEU」 を反映する ものであ った。 しか しEUに は中央集権化 をいまだ貫 こうと

す る英仏 のような国家 も存在す るのが事実である。

 多文化主義 を徹底的に主張するEUが 、多国家のスタイルを尊重す るのは当然の ことである。 しか

しEUそ の ものの政治体制は明 らかに連邦性の形を とってお り、各国がこれに付随す ることで足並みを

揃 えてい くのは、非常 に重要 な、少 な くとも文化 ・言語政策においては大切 なことである と私 は考える。

実際 に今 回、EUの 姿 を歴史 を踏まえて見 て きたが、近代 国家は 「独裁政権 制 → 国民国家制」の方向

をとって きた。そ して歴史の流 れでいけば、その次は 「連邦性」であることは明 らかではないか。

 ただや は り大国には大国な りの政治ス タイルがあ り、権力 を分配す ることのマ イナスの面 も多々考

えられる。少数言語 を周辺の他者 から保護 してい くこと自体 も、大国が国民 国家主義 の もとに とってい

る 「排 除の理論 」を 「地域 ・民族」 といった ミクロなレベルに当てはめただけ ものであ り、これら二つ

は規模 は違 って も本質は変 わらない との意見 もある。

 そのため、大国 と周辺の中小 国によって共通の 「EUの 保護スタンス」を持つ ことはこれか らのEU

で は非常 に考慮 を要する点である。

15.1.2 オ ラ ンダ ・フリジア 語 の ス タ ン ス か ら

 フリジア 語 に関 しても、上記のEUと 同 じように、必 要とされているのは外部、つま り 「一般オラン

ダ人」か らの理解 を深 めることであろう。厳 しい言い方だが、フリジア 語は、今 自分達の力 だけで、そ

の生存 を維持す ることがで きない状況 にある。それはこのペ ーパ ーで も、第3部 にて述べたことである

が、つま り環境的 に優遇 されているといっても、やは りそれは少数言語の宿命であって、周 りか らの擁

護 は必要である。そのため、フリジア 語には 「政策」による保護 が必要であ り、このことはオランダ国

家のためにも必 要な ものであろ う。

 最後 に、これはあ くまで も理想像で しかないのか もしれないが、フリジア 語 だけではな く、EUの

ケ ースに もあてはめて も言えることである。それは言語政策 を考 えてい く上 で、目標 とするべ きところ

は多文化 の 「共生」 を越 えた 「協調」である。

 今のフリジア 語 には 「共生」の姿 は見 えて きたか も知れない。 しか し 「協調」 といった面では、ブ

リジア語話者 と、周辺州のオランダ語話者の間には距離があ りす ぎ、その ことを踏 まえてフリジア 語の

ケ ースに もう一度戻 ると、今 もう一度フリジア 語 を衰退 させ れば、再 び第二のKnappelfreedは 生 まれ

ることな り、オランダ における地域主義&意 識 、そ して民族意識の高ま りは地方 自治 における、新たな

別の政治的 な動 きを生むことになり得 るとい うことである。

 そのためにも 「官 と民 間(民 衆)と の協調」は大切であり、お互い に強い リンクを保 つことは、政府

側 には、民族 のアナーキズムを回避 し、無秩序 な政府的 「穴Jを 作 り上げて しまうこ とをな くす もので

あ る。そのため、中央政府(こ の場合はオ ランダ政府)は 常 に政策 を通 してのつなが りを保つ ことが必

要であ り、そのシステムを維持 してい くこ とが大切である。

 また、フリジア 語の政策 に必要 なのは、フリジア 語 に対す る理想 、またその理想 を支 えるだけの周

りの理解 のバラ ンスが一番求められる ところである。

 ピラ ミツドを例 にするが 、この建築物 は概念的に どの ような構成で支えられているか とい う問題が

ある。つ まり最終的 な理想である、最後 の四角すいの石があるか らこそ、ピラ ミッド全体 である 「社会」
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は成 り立つのか、それ とも周 りの理解 といった土台があるからこそ社会の ピラミツドは成 り立つのか。

 もちろん これ らは両方があってか らこそ ピラ ミツドを成立 させ るものであ り、そのバラ ンスが必要

であるが、言語政策において も全 く同 じであろう。最後 の石は土台がないと上 には載 らない。 また土台

だけではピラ ミツドは成 り立たない。このこと考えてい くのが これか らの言語、文化政策の理想であ り、

どの ようなバラ ンスの ピラ ミッドが一番美 しいか を評価す る力 をわれわれは、持 たなけ ればならない。
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